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(57)【要約】
　自由空間入力基準がプロセッサにインスタンス化され
る。自由空間入力が感知され、プロセッサに通知される
。自由空間入力が自由空間入力基準を満たす場合、タッ
チスクリーン入力反応がオペレーティングシステムに呼
び出される。自由空間入力は、連続暗黙的、離散暗黙的
、能動明示的、または受動明示的アプローチを用いて感
知することができる。タッチスクリーン入力反応は、オ
ペレーティングシステムへの、またはオペレーティング
システム内での仮想タッチスクリーン入力、仮想入力事
象、または仮想コマンドの送信を通じて呼び出すことが
できる。このようにして、自由空間ジェスチャは、既存
のタッチスクリーンインタフェースおよびデバイスを直
接変更することなく、自由空間ジェスチャを受け入れる
ように該インタフェースとデバイスを制御することがで
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マシン実行方法であって、
　プロセッサに自由空間入力基準を設定することと、
　センサを用いて自由空間入力を感知することと、
　前記自由空間入力を前記プロセッサに通知することと、を備え、
　前記自由空間入力が前記自由空間入力基準を満たす場合、
　前記プロセッサに、面限定通信を生成し、そして、
　前記面限定通信をデータエンティティに通知し、前記データエンティティが面限定入力
に対応する反応を実行する、マシン実行方法。
【請求項２】
　前記データエンティティがオペレーティングシステムを備える、請求項１に記載のマシ
ン実行方法。
【請求項３】
　前記データエンティティが前記プロセッサにインスタンス化される、請求項１に記載の
マシン実行方法。
【請求項４】
　前記自由空間入力が３次元入力を備える、請求項１に記載のマシン実行方法。
【請求項５】
　前記自由空間入力が手のポーズと手のジェスチャのうち少なくとも１つを備える、請求
項１に記載のマシン実行方法。
【請求項６】
　前記自由空間入力が前記自由空間入力基準を満たす場合、
　前記プロセッサに、仮想面限定入力を生成し、そして、
　前記仮想面限定入力を前記データエンティティに通知し、前記データエンティティが前
記仮想面限定入力を前記面限定入力として受け入れ、前記面限定入力に対応する反応を実
行する、請求項１に記載のマシン実行方法。
【請求項７】
　前記仮想面限定入力を前記データエンティティに通知することが、仮想面限定入力リン
クを設定することと、前記データエンティティへの前記仮想面限定入力リンクを実際の面
限定入力源として特定することと、を備える、請求項６に記載のマシン実行方法。
【請求項８】
　前記仮想面限定入力が仮想タッチスクリーン入力を備える、請求項６に記載のマシン実
行方法。
【請求項９】
　前記仮想面限定入力が仮想タッチダウン入力を備える、請求項６に記載のマシン実行方
法。
【請求項１０】
　前記仮想面限定入力が仮想タッチダウンおよびスワイプ入力を備える、請求項６に記載
のマシン実行方法。
【請求項１１】
　前記仮想面限定入力が、タッチスクリーン上のタッチダウンおよびスワイプに略対応す
る、ある期間にわたるｘおよびｙ座標と圧力とを備える、請求項６に記載のマシン実行方
法。
【請求項１２】
　前記自由空間入力を考慮して前記仮想面限定入力を生成することを備える、請求項６の
マシン実行方法。
【請求項１３】
　前記仮想面限定入力が、前記自由空間入力を対応する面限定形式に変換することを備え
る、請求項１２に記載のマシン実行方法。
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【請求項１４】
　前記自由空間入力を除いて前記仮想面限定入力を生成することを備える、請求項６に記
載のマシン実行方法。
【請求項１５】
　前記自由空間入力が前記自由空間入力基準を満たす場合、
　前記データエンティティへの仮想面限定入力事象を前記プロセッサに生成し、そして、
　前記仮想面限定入力事象を前記データエンティティに通知し、前記データエンティティ
が前記仮想面限定入力事象を面限定入力事象として受け入れ、前記面限定入力事象に対応
する反応を実行する、請求項１に記載のマシン実行方法。
【請求項１６】
　前記仮想面限定入力事象を前記データエンティティに通知することが、仮想事象リンク
を設定することと、前記データエンティティへの前記仮想事象リンクを実際の事象源とし
て特定することと、を備える、請求項１５に記載のマシン実行方法。
【請求項１７】
　前記仮想面限定入力事象が仮想タッチスクリーン入力事象を備える、請求項１５に記載
のマシン実行方法。
【請求項１８】
　前記仮想面限定入力事象が仮想タッチダウン入力事象を備える、請求項１５に記載のマ
シン実行方法。
【請求項１９】
　前記仮想面限定入力事象が仮想タッチダウンおよびスワイプ入力事象を備える、請求項
１５に記載のマシン実行方法。
【請求項２０】
　前記自由空間入力が前記自由空間入力基準を満たす場合、
　前記データエンティティへの仮想コマンドを前記プロセッサに生成し、そして、
　前記仮想コマンドを前記データエンティティに通知し、前記データエンティティが前記
仮想コマンドをコマンドとして受け入れ、前記コマンドに対応する反応を実行する、請求
項１に記載のマシン実行方法。
【請求項２１】
　前記仮想コマンドを前記データエンティティに通知することが、仮想コマンドリンクを
設定することと、前記データエンティティへの前記仮想コマンドリンクを実際のコマンド
源として特定することと、を備える、請求項２０に記載のマシン実行方法。
【請求項２２】
　前記仮想コマンドが仮想タッチスクリーンコマンドを備える、請求項２０に記載のマシ
ン実行方法。
【請求項２３】
　前記仮想コマンドが仮想タッチダウンコマンドを備える、請求項２０に記載のマシン実
行方法。
【請求項２４】
　前記仮想コマンドが仮想タッチダウンおよびスワイプコマンドを備える、請求項２０に
記載のマシン実行方法。
【請求項２５】
　前記反応で装置を制御することを備える、請求項１に記載のマシン実行方法。
【請求項２６】
　マシン実行方法であって、
　ヘッドマウントディスプレイのプロセッサに、自由空間における手のジェスチャの速さ
、速度、方向、加速度、関節角度、指区切り、指拡張、指選択のうちの少なくとも１つに
関する基準を備える自由空間入力基準を設定することと、
　ある期間にわたって、前記ヘッドマウントディスプレイの深度撮像装置を用いて前記手
のジェスチャの自由空間入力の複数の深度画像を感知することと、



(4) JP 2018-518784 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

　前記自由空間入力を前記プロセッサに通知することと、を備え、
　前記自由空間入力が前記自由空間入力基準を満たす場合、
　仮想タッチスクリーンタッチダウンおよびスワイプ入力を前記プロセッサに生成し、
　前記仮想タッチスクリーンタッチダウンおよびスワイプ入力をオペレーティングシステ
ムに通知して、前記オペレーティングシステムがそれに対する反応を実行し、そして、
　前記反応を用いて前記ヘッドマウントディスプレイを制御する、マシン実行方法。
【請求項２７】
　装置であって、
　プロセッサに自由空間入力基準を設定する手段と、
　自由空間入力を感知する手段と、
　前記自由空間入力を前記プロセッサに通知する手段と、
　前記自由空間入力が前記自由空間入力基準を満たす場合、前記プロセッサに仮想面限定
通信を生成し、前記仮想面限定通信をデータエンティティに通知し、前記データエンティ
ティが前記仮想面限定通信に対応する反応を実行する手段と、を備える、装置。
【請求項２８】
　装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと通信するセンサと、
　前記プロセッサにインスタンス化される自由空間入力基準と、
　前記プロセッサにインスタンス化され、自由空間入力と前記自由空間入力基準を比較す
るように構成される自由空間入力比較手段と、
　前記プロセッサにインスタンス化され、面限定通信を生成するように構成される仮想面
限定通信生成手段と、
　前記プロセッサにインスタンス化され、前記面限定通信をデータエンティティに通信し
、前記データエンティティが面限定入力に対応する反応を実行する通信手段と、を備える
、装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサと前記センサがヘッドマウントディスプレイに配置される、請求項２８
に記載の装置。
【請求項３０】
　前記センサが深度撮像装置を備える、請求項２８に記載の装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１５年５月１５日に提出された米国特許第１４／７１３，９７１号に優先
権を主張し、言及によりその全内容を本明細書に組み込む。
【０００２】
　本開示は、ポーズおよび／またはジェスチャを用いて電子デバイスを制御することに関
する。特に、本開示は、自由空間（たとえば、略無制限および／または３次元）ポーズ、
ジェスチャ、および／またはその他の入力を用いて、面限定入力機能を呼び出し、それに
反応するように構成されるデバイスを制御することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　入力は、面に限定される操作によって、たとえば、いわゆる「タッチスクリーン」イン
タフェースの使用によって行うことができる。タッチスクリーンは、ビジュアルディスプ
レイにかぶせる接触感知面を組み込む。このような構成により、ユーザは、物理的接触、
たとえば、指先端でタッチスクリーンにタッチし、指先端をタッチスクリーンに接触させ
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たまま移動させることによって入力を行うことができる、
【０００４】
　タッチスクリーンとの様々な個々の接触またはセットの接触は、タッチスクリーンと通
信するデバイスまたはシステムの特定の機能に対応するように割り当てることができる。
たとえば、指先端でスクリーンにタッチし、指先端をタッチスクリーンに接触させたまま
右方にスライドさせ、指先端をタッチスクリーンの面から離して持ち上げることは、まと
めて「右方スワイプ」と称することができ、たとえば「スクリーンのコンテンツを右に移
動させる」といった機能と関連付けられる。
【０００５】
　しかしながら、物理的接触入力および／または面限定入力は、すべての状況で望ましい
わけではない。たとえば、少なくとも特定の事例では、タッチスクリーンの汚染や損傷の
可能性、入力を行いながら物理的スクリーンを保持する困難さなどの懸念が存在するかも
しれない。また、タッチスクリーンは通常、有限の２次元面で行うことができる入力のみ
を受けることに限定される。
【発明の概要】
【０００６】
　実施形態は、面限定制御用に自由空間入力を適用する様々なシステム、装置、方法、パ
ラダイムに関する。
【０００７】
　一実施形態では、該方法は、プロセッサに自由空間入力基準を設定することと、センサ
を用いて自由空間入力を感知することと、自由空間入力をプロセッサに通知することとを
含む方法が提供される。自由空間入力が自由空間入力基準を満たす場合、面限定入力の面
限定入力反応がプロセッサに呼び出される。
【０００８】
　自由空間入力基準は３次元入力基準とすることができる。自由空間入力基準はジェスチ
ャ基準および／またはポーズ基準とすることができる。自由空間入力基準は、自由空間で
のエンドエフェクタの動作基準を含むことができる。
【０００９】
　面限定入力はタッチスクリーン入力、タッチダウン、および／またはタッチダウンおよ
びスワイプを含むことができる。
【００１０】
　自由空間入力を感知することは、前記自由空間入力を撮像、ステレオ撮像、ビデオ撮像
、深度撮像することを含み、ある期間にわたり評価することを含み、ある期間にわたり時
間間隔で複数の画像を評価することを含むことができる。
　装置は面限定入力反応を用いて制御することができる。
【００１１】
　自由空間入力基準は、自由空間入力に関するエンドエフェクタに対してまとめて検討さ
れる少なくとも１つのエンドエフェクタの複数のエンドエフェクタ基準を含むことができ
る。自由空間入力基準は、たとえば、速さ、速度、位置、配向、方向、加速度、関節角度
、エンドエフェクタの分離、伸長、および／または選択に関する各種基準を含むことがで
きる。
【００１２】
　自由空間入力基準は、ある期間にわたる経路形状、速度、加速、関節位置を考慮に入れ
た、伸ばした指による側方スワイプのプロファイルを含むことができる。自由空間入力基
準は、各種基準、たとえば、速さ、速度、位置、配向、方向、加速度、関節角度、エンド
エフェクタの分離、伸長、および／または選択に関する基準を含むことができる。
【００１３】
　自由空間入力基準は、少なくとも第１および第２の副基準に関して連続的に検討される
エンドエフェクタの複数のエンドエフェクタ動作基準を含むことができ、第１の副基準は
面限定入力の第１の部分に対応し、第２の副基準は面限定入力の第２の部分に対応し、第
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１および第２の部分は自由空間入力に関して連続的に検討される。
【００１４】
　自由空間入力基準は境界領域に接触するエフェクタに関する基準を含むことができ、境
界領域に接触するエンドエフェクタは面限定入力の限定面との接触に相当する。
【００１５】
　境界領域は、球状外殻、平坦面、および／または直線状立体を含むことができる。境界
領域は、物理的対象の面と少なくとも略整合させることができる。自由空間入力基準は、
エンドエフェクタの速さ、速度、位置、配向、方向、加速、関節角度、分離、拡張、およ
び／または選択に関する基準を含むことができる。
【００１６】
　自由空間入力基準は、エンドエフェクタとエンドエフェクタの動作と略同時である表示
とに関する複数のエンドエフェクタ動作基準を含むことができる。表示は、手のポーズ、
手のジェスチャ、目のポーズ、目のジェスチャ、および／または音声コマンドを含むこと
ができる。自由空間入力基準は、エンドエフェクタの速さ、速度、位置、配向、方向、加
速、関節角度、分離、拡張、および／または選択に関する基準を含むことができる。
【００１７】
　自由空間入力基準は複数の状態基準を含むことができる。状態基準は組み合わされて複
数の自由空間入力基準を形成するように構成することができ、各自由空間入力基準が１つ
の自由空間入力に対応する。各状態基準はエンドエフェクタの動作基準を含むことができ
る。
【００１８】
　別の実施形態では、プロセッサに自由空間入力基準を設定する手段と、センサを用いて
自由空間入力を感知する手段と、自由空間入力をプロセッサに通知する手段とを含む装置
が提供される。装置は、自由空間入力が自由空間入力基準を満たす場合、面限定入力に対
する面限定入力反応をプロセッサに呼び出す手段をさらに含む。
【００１９】
　別の実施形態では、実行可能な命令を実行するように構成されるプロセッサと、プロセ
ッサと通信するセンサとを含む装置が提供される。該装置は、プロセッサにインスタンス
化される自由空間入力基準と、プロセッサにインスタンス化され、自由空間入力と自由空
間入力基準を比較する自由空間入力比較手段とを含む。該装置は、プロセッサにインスタ
ンス化され、面限定入力に対する面限定入力反応をプロセッサに呼び出すように構成され
る面限定入力反応呼出し手段をさらに含む。
【００２０】
　プロセッサとセンサはヘッドマウントディスプレイに配置することができる。
【００２１】
　別の実施形態では、プロセッサに自由空間入力基準を設定することと、センサを用いて
自由空間入力を感知することと、自由空間入力をプロセッサに通知することとを含む方法
が提供される。該方法は、プロセッサに面限定通信を生成することと、面限定通信をデー
タエンティティに通知することとを含み、自由空間入力が自由空間入力基準を満たす場合
、データエンティティは面限定入力と対応する反応を実行する。
【００２２】
　データエンティティはオペレーティングシステムを含むことができる、および／または
、プロセッサにインスタンス化することができる。
【００２３】
　自由空間入力は３次元入力を含むことができる、および／または手のポーズおよび／ま
たは手のジェスチャを含むことができる。
【００２４】
　該方法は、プロセッサに仮想面限定入力を生成することと、仮想面限定入力をデータエ
ンティティに通知することとを含むことができ、自由空間入力が自由空間入力基準を満た
す場合、データエンティティは仮想面限定入力を面限定入力として受け入れ、面限定入力
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に対応する反応を実行する。仮想面限定入力をデータエンティティに通知することは、仮
想面限定入力リンクを設定することと、データエンティティへの仮想面限定入力リンクを
実際の面限定入力源として特定することとを含むことができる。
【００２５】
　仮想面限定入力は仮想タッチスクリーン入力を含むことができる。仮想面限定入力は仮
想タッチダウン入力を含むことができる。仮想面限定入力は仮想タッチダウンおよびスワ
イプ入力を含むことができる。仮想面限定入力は、ある期間にわたる、タッチスクリーン
上のタッチダウンおよびスワイプと略対応する少なくともｘおよびｙ座標と圧力とを含む
ことができる。
【００２６】
　該方法は、前記自由空間入力を考慮して仮想面限定入力を生成することを含むことがで
きる。仮想面限定入力は、自由空間入力を対応する面限定形式に変換することを含むこと
ができる。該方法は、自由空間入力を除いて仮想面限定入力を生成することを含むことが
できる。
【００２７】
　該方法は、プロセッサにデータエンティティに関する仮想面限定入力事象を生成するこ
とと、仮想面限定入力事象をデータエンティティに通知することとを含むことができ、自
由空間入力が自由空間入力基準を満たす場合、データエンティティは仮想面限定入力事象
を面限定入力事象として受け入れ、面限定入力事象に対応する反応を実行する。仮想面限
定入力事象をデータエンティティに通知することは、仮想事象リンクを設定することと、
データエンティティへの仮想事象リンクを実際の事象源として特定することとを含むこと
ができる。
【００２８】
　仮想面限定入力事象は、仮想タッチスクリーン入力事象、仮想タッチダウン入力事象、
および／または仮想タッチダウンおよびスワイプ入力事象を含むことができる。
【００２９】
　該方法は、プロセッサにデータエンティティに対する仮想コマンドを生成することと、
仮想コマンドをデータエンティティに通知することとを含むことができ、自由空間入力が
自由空間入力基準を満たす場合、データエンティティが仮想コマンドをコマンドとして受
け入れ、コマンドに対応する反応を実行する。仮想コマンドを前記データエンティティに
通知することが、仮想コマンドリンクを設定することと、データエンティティへの仮想コ
マンドリンクを実際のコマンド源として特定することとを含むことができる。
【００３０】
　仮想コマンドは仮想タッチスクリーンコマンド、仮想タッチダウンコマンド、および／
または仮想タッチダウンおよびスワイプコマンドを含むことができる。
【００３１】
　該方法は、反応を用いて装置を制御することを含むことができる。
【００３２】
　別の実施形態では、ヘッドマウントディスプレイのプロセッサに、自由空間における手
ジェスチャの速さ、速度、方向、加速、関節角度、指区切り、指拡張、および／または指
選択に関する基準を含む自由空間入力基準を設定することを含む方法が提供される。該方
法は、ヘッドマウントディスプレイの深度撮像装置を用いて、ある期間にわたる手のジェ
スチャの自由空間入力の複数の深度画像を感知することと、自由空間入力をプロセッサに
通知することとを含む。自由空間入力が前記自由空間入力基準を満たす場合、プロセッサ
に仮想タッチスクリーンタッチダウンおよびスワイプ入力が生成され、仮想タッチスクリ
ーンタッチダウンおよびスワイプ入力がオペレーティングシステムに通知されて、オペレ
ーティングシステムがそれに対する反応を実行し、その反応でヘッドマウントディスプレ
イを制御する。
【００３３】
　別の実施形態では、プロセッサに自由空間入力基準を設定する手段と、自由空間入力を
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感知する手段と、自由空間入力をプロセッサに通知する手段とを含む装置が提供される。
該装置は、自由空間入力が自由空間入力基準を満たす場合、仮想面限定通信をプロセッサ
に生成し、面限定通信をデータエンティティに通知して、データエンティティが通信に対
応する反応を実行することをさらに含む。
【００３４】
　別の実施形態では、プロセッサと、プロセッサと通信するセンサとを含む装置が提供さ
れる。該装置は、プロセッサにインスタンス化される自由空間入力基準と、プロセッサに
インスタンス化され、自由空間入力と自由空間入力基準を比較するように構成される自由
空間入力比較手段とを含む。該装置は、プロセッサにインスタンス化され、面限定通信を
生成するように構成される仮想面限定通信生成手段と、プロセッサにインスタンス化され
、面限定通信をデータエンティティに通知するように構成されてデータエンティティが面
限定入力に対応する反応右を実行する通信手段とをさらに含む。
【００３５】
　プロセッサとセンサはヘッドマウントディスプレイに配置することができる。センサは
深度撮像装置を含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　全図面を通じて類似の参照符号は概して対応する構成要素を表す。
【００３７】
【図１Ａ】図１Ａは、右方スワイプの形式のタッチスクリーン入力の例を示す上面図であ
る。
【図１Ｂ】図１Ｂは、右方スワイプの形式のタッチスクリーン入力の例を示す斜視図であ
る。
【００３８】
【図２Ａ】図２Ａは、タッチスクリーン入力における個々の事象を示す斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、タッチスクリーン入力における個々の事象を示す斜視図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、タッチスクリーン入力における個々の事象を示す斜視図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、タッチスクリーン入力における個々の事象を示す斜視図である。
【００３９】
【図３】図３は、自由空間入力に関する例示の構成を示す上面図である。
【００４０】
【図４Ａ】図４Ａは、自由空間入力に関する別の例示の構成を示す前面斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、自由空間入力に関する別の例示の構成を示す後面斜視図である。
【００４１】
【図５】図５は、自由空間入力に関する例示の最初の手の位置を示す斜視図である。
【００４２】
【図６】図６は、連続暗黙的形式で面限定入力を呼び出す自由空間入力の例示の構成を示
す図である。
【００４３】
【図７】図７は、基準において検討することができる除外現象の１例を示す自由空間入力
に関する例示の構成を示す図である。
【００４４】
【図８】図８は、基準において検討することができる除外現象の別の例を示す自由空間入
力に関する別の例示の構成を示す図である。
【００４５】
【図９】図９は、離散暗黙的形式で面限定入力を呼び出す自由空間入力の例示の構成を示
す図である。
【００４６】
【図１０】図１０は、受動明示的形式で面限定入力を呼び出し、境界面を組み込む自由空
間入力の構成を示す図である。
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【００４７】
【図１１Ａ】図１１Ａは、受動明示的形式で面限定入力を呼び出し、境界立体を組み込む
自由空間入力の構成を示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、受動明示的形式で面限定入力を呼び出し、境界立体を組み込む
自由空間入力の構成を示す図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、受動明示的形式で面限定入力を呼び出し、境界立体を組み込む
自由空間入力の構成を示す図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、受動明示的形式で面限定入力を呼び出し、境界立体を組み込む
自由空間入力の構成を示す図である。
【００４８】
【図１２Ａ】図１２Ａは、能動明示的形式で面限定入力を呼び出す自由空間入力の構成を
示す図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、能動明示的形式で面限定入力を呼び出す自由空間入力の構成を
示す図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、能動明示的形式で面限定入力を呼び出す自由空間入力の構成を
示す図である。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、能動明示的形式で面限定入力を呼び出す自由空間入力の構成を
示す図である。
【００４９】
【図１３】図１３は、面限定制御に自由空間入力を適用する例示の方法を示すフローチャ
ートである。
【００５０】
【図１４】図１４は、連続暗黙的アプローチを用いて面限定制御に自由空間入力を適用す
る別の例示の方法を示すフローチャートである。
【００５１】
【図１５Ａ】図１５Ａは、離散暗黙的アプローチを用いて面限定制御に自由空間入力を適
用する別の例示の方法を示すフローチャートである。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、離散暗黙的アプローチを用いて面限定制御に自由空間入力を適
用する別の例示の方法を示すフローチャートである。
【００５２】
【図１６】図１６は、連続暗黙的アプローチを用いて自由空間入力を感知する例示の構成
を示す斜視図である。
【００５３】
【図１７】図１７は、離散暗黙的アプローチを用いて自由空間入力を感知する別の例示の
構成を示す斜視図である。
【００５４】
【図１８】図１８は、受動明示的アプローチを用いて面限定制御に自由空間入力を適用す
る別の例示の方法を示すフローチャートである。
【００５５】
【図１９】図１９は、能動明示的アプローチを用いて面限定制御に自由空間入力を適用す
る別の例示の方法を示すフローチャートである。
【００５６】
【図２０】図２０は、面限定制御に自由空間入力を適用し、仮想入力を通じて反応を延び
だす例示の方法を示すフローチャートである。
【００５７】
【図２１】図２１は、面限定制御に自由空間入力を適用し、ヘッドマウントディスプレイ
への仮想入力を通じて反応を呼び出す例示の方法を示すフローチャートである。
【００５８】
【図２２】図２２は、面限定制御に自由空間入力を適用し、ヘッドマウントディスプレイ
への仮想事象を通じて反応を呼び出す例示の方法を示すフローチャートである。
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【００５９】
【図２３】図２３は、面限定制御に自由空間入力を適用し、ヘッドマウントディスプレイ
への仮想コマンドを通じて反応を呼び出す例示の方法を示すフローチャートである。
【００６０】
【図２４Ａ】図２４Ａは、離散暗黙的アプローチを用いて面限定制御に自由空間入力を適
用し、ヘッドマウントディスプレイへの仮想コマンドを通じて反応を呼び出す例示の方法
を示すフローチャートである。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、離散暗黙的アプローチを用いて面限定制御に自由空間入力を適
用し、ヘッドマウントディスプレイへの仮想コマンドを通じて反応を呼び出す例示の方法
を示すフローチャートである。
【００６１】
【図２５】図２５は、装置の例示の実施形態を示す概略図である。
【００６２】
【図２６】図２６は、追加の構成要素を備えた装置の別の例示の実施形態を示す概略図で
ある。
【００６３】
【図２７】図２７は、装置の例示の実施形態を示す概略図である。
【００６４】
【図２８】図２８は、操作を実行することができる処理システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　本開示の各種実施形態は、自由空間入力を使用して、面限定入力を呼び出すこと、たと
えば、空間での３次元ジェスチャを使用して、タッチスクリーン入力に対応付けられるコ
マンドを何らかの形で実行させることに対処する。したがって、たとえばタッチスクリー
ンの「右方スワイプ」入力を用いて、面限定入力の具体的な特性を考えることが鍵となる
であろう。特定のタッチスクリーンおよび／またはタッチスクリーンによって制御される
デバイス（スマートフォン、タブレットコンピュータなど）への入力として適用される右
方スワイプは、たとえば、表示されるコンテンツを右に移動させる、電子ブックの「ペー
ジをフリップする」、あるいは他の機能を実行することができる。
【００６６】
　図１Ａは、右方スワイプの形式でタッチスクリーンを通じて提供される入力の上面図で
ある。図示されるように、右方スワイプの場合、手１０４Ａは動作矢印１０６Ａ（明瞭化
のために図示するが、実際には必ずしも可視とは限らない）によって示されるように左か
ら右へ移動し、その間、手１０４Ａはタッチスクリーン１０２Ａと接触している。図１Ａ
の構成に示すように、タッチスクリーン１０２Ａはタブレットコンピュータの一部である
が、これは単に１例である。
【００６７】
　次に、図１Ｂも類似の右方スワイプを示し、これはタッチスクリーン１０２Ｂのわずか
上方前方から見た斜視図である。ここでも、図示されるように、手１０４Ｂはタッチスク
リーン１０２Ｂに接触しており（より具体的には、伸ばした人差し指の先端がタッチスク
リーン１０２Ｂに接触している）、動作矢印１０６Ｂによって示されるように左から右へ
移動する（閲覧者から見て左から右、斜視図では右から左）。
【００６８】
　純粋に動作として考えると、右方スワイプは左から右の動作で性質上シンプルに見える
。しかしながら、実際には、タッチスクリーンインタフェースを介して提供される入力は
必ずしも単なる動作とは限らない。通常、オペレーティングシステムとその他のプログラ
ムまたはタッチスクリーンをサポートする実行可能な命令は、タッチスクリーン入力をい
くつかの別個の事象として対処する。図２Ａ～図２Ｄは、右方スワイプとして存在し得る
特定事象の例示の内訳を示す。しかしながら、図２Ａ～図２Ｄに示す事象は必ずしも網羅
的ではなく、特定のタッチスクリーンインタフェースに対する追加のおよび／または異な
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る事象も検討することができると理解すべきである。さらに、右方スワイプは多くの起こ
り得る入力のうちの１つにすぎず、他の入力も他の事象を検討することができる。
【００６９】
　次に、図２Ａはタッチスクリーン２０２Ａの別の斜視図である。図２Ａの構成は、右方
スワイプがタッチスクリーンに入力される前の初期状態を表し、手２０４Ａはタッチスク
リーン２０２Ａの上方にとどまり、図示される時点では、手２０４Ａとタッチスクリーン
２０２Ａとは接触していない。
【００７０】
　引き続き図２Ｂを参照すると、図２Ａとの比較から分かるように、手２０４Ｂはタッチ
スクリーン２０２Ｂの方に下降して、タッチスクリーン２０２Ｂに接触している。また、
下方動作は動作矢印２０６Ｂからも分かる。また、図２Ｂは、手２０４Ｂとタッチスクリ
ーン２０２Ｂとの接触点を表す接触マーカ２０８Ｂも示す。今の時点では、手２０４Ｂに
よるタッチスクリーン２０２Ｂの面を横断する左から右への動作は行われていない。
【００７１】
　接触マーカ２０８Ｂは、手２０４Ｂとタッチスクリーン２０２Ｂとの間に実際に接触が
存在することを強調するために示される（接触マーカ２０８Ｂは例であり、実際には見え
ない場合もある）。通常、接触は、タッチスクリーン２０２Ｂの面を横断する動作を追跡
する方法というだけでなく、それ自体入力事象としてタッチスクリーン入力では非常に重
要である。この重要性については、図２の残りを参照してより詳細に扱う。
【００７２】
　次に、図２Ｃを参照すると、図２Ｂとの比較から分かるように、手２０４Ｃは、タッチ
スクリーン２０２Ｃの面に接触しながら、面を（閲覧者から見て）左から右に横断して移
動する。左から右への動作は動作矢印２０６Ｃからも分かる。図示され接触マーカ２０８
Ｃで強調されるように、手２０４Ｃはタッチスクリーン２０２Ｃと接触したままであり、
動作矢印２０６Ｃに示す動作中、タッチスクリーン２０２Ｃとの接触を維持する。
【００７３】
　引き続き図２Ｄを参照すると、図２Ｃとの比較から分かるように、手２０４Ｄはタッチ
スクリーン２０２Ｄの面から上方に移動したため、もはやタッチスクリーン２０２Ｄに接
触していない。上方動作は動作矢印２０６Ｄからも分かる。手２０４Ｄとタッチスクリー
ン２０２Ｄとの最後の接触点を示す接触マーカ２０８Ｄを例示のために示すが、上記接触
はもはや継続していない。
【００７４】
　「右方スワイプ」という文言は右方動作を明示するが、実際上、右方スワイプは複数の
事象から成る場合がある。たとえば、図２Ａ～図２Ｄにまとめて示すように、右方スワイ
プは、たとえば、図２Ｂに示すように接触点２０８Ｂでタッチスクリーン２０２Ｂと接触
する手２０４Ｂを表すタッチダウン事象と、図２Ｃに示すように接触マーカ２０８Ｃでタ
ッチスクリーン２０２Ｃとの接触を維持しつつ、手２０４Ｃがタッチスクリーン２０２Ｃ
を横断して移動するスワイプ動作を表すスワイプ事象と、手２０４Ｄが前の接触点２０８
Ｄからタッチスクリーン２０２Ｄとの接触を離れるリフトオフ事象とを組み込むものとし
て概念化することができる。
【００７５】
　図２Ａ～図２Ｄに示す構成は単なる例であるが、通常、タッチスクリーンは入力を受け
取る際に同様の複数の事象構成を実際に利用することができる。すなわち、タッチスクリ
ーンは、タッチダウン事象とスワイプ事象（および／またはリフトオフ事象など）の両方
を必要とすることがある。上記事象は個々に感知し、プロセッサ（および／またはオペレ
ーティングシステムまたはオペレーティングシステム上でインスタンス化されるその他の
プログラム）によって別々に処理することができるため、タッチダウン事象、リフトオフ
事象、またはその両方が存在しない場合（あるいは、何らかの形でスワイプに適切に関連
付けられない場合）、スワイプ事象のみではスワイプ入力として認識されないことがある
。
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【００７６】
　よって、たとえスワイプ動作自体が会話の観点でスワイプと「定義する」ようにみなさ
れるとしても、実行の観点からは、スワイプ入力はタッチダウンおよび／またはリフトオ
フ事象などの１以上の追加の事象を必要とすることがある。通常、これは実際上の検討事
項とすることができ、他の入力やノイズなどからスワイプを確実に区別するためには、ス
ワイプの明確な開始（タッチダウン）および／または明確な終了（リフトオフ）を必要と
することが有効であり得る。
【００７７】
　上述したように、各種実施形態は、自由空間入力を用いて面限定入力を呼び出すことに
対処する。引き続き図２Ａ～図２Ｄの例を参照すると、３次元手スワイプジェスチャを用
いて、プロセッサ、プロセッサ制御デバイス、システムなどに、プロセッサによってタッ
チスクリーンへのスワイプ入力と関連付けられる機能を実行させることを含むことができ
る。
【００７８】
　上記構成の少なくとも特定の利点は、タッチスクリーンおよびその他の面限定入力イン
タフェースに関する既存のハードウェア、ソフトウェア、ノウハウなどを、新たなデバイ
ス、インタフェース、入力および制御方法などに適用することができることに関連する。
【００７９】
　たとえば、タッチスクリーンからの入力を受け入れるように既に構成されたスマートフ
ォンなどの電子デバイスについて検討する。このようなデバイスは、プロセッサにインス
タンス化されるアンドロイドＯＳなどのオペレーティングシステムを少なくとも部分的に
通じて動作させることができる。具体的な例としてアンドロイドの場合、スワイプなどの
タッチスクリーン入力を認識し、ジェスチャを構成する事象（たとえば、上述の右方スワ
イプの場合はタッチダウン、スワイプなど）を感知し、上記タッチスクリーン入力に反応
してアンドロイドを実行する装置内の各種コマンドおよび／またはその他の機能を実行す
るためのサポートが既に存在している。
【００８０】
　同様に、タッチスクリーンからの入力を受け入れるように構成される電子デバイスの存
在を前提とすると、オペレーティングシステム以外の追加のプログラム、プラグイン、デ
ータファイルなどの実体も、上記デバイスと共に利用可能である。ここでもアンドロイド
を具体例として考えると、メディアプレーヤ、ゲーム、メッセージアプリケーション、ビ
デオ会議プログラムなどを含むことができる。
【００８１】
　通常、タッチスクリーン入力を受け入れるデバイスまたはシステムと共に利用可能に構
成されるオペレーティングシステムおよび／またはその他のプログラムは、上記タッチス
クリーン入力を認識し、受信し、それに反応する機能を含むことができる。しかしながら
、通常、上記オペレーティングシステムおよび／またはその他のプログラムは、新たなア
プローチを使用して、自由空間内のジェスチャなどの入力を受け入れるように構成するこ
とができない。
【００８２】
　日常的には、既存のスマートフォンは手のジェスチャに反応することができない。たと
えスマートフォンが原則的に、手のジェスチャ入力を感知するカメラなどの適切なセンサ
を有していたとしても、このことは当てはまる。上記センサを有していたとしても、スマ
ートフォン（またはその他のデバイスまたはシステム）は、たとえば上記ジェスチャを明
確な入力として識別する機能、および／または仮に認識されても上記ジェスチャに反応す
る適切な命令を欠いている。
【００８３】
　各種実施形態は、自由空間ジェスチャを識別することと、入力として使用できるように
上記ジェスチャを通知することの少なくとも２つの課題に対処する機能をサポートしてい
る。これらが必ずしも唯一の機能または利点を表すとは限らないが、以下詳述する例では



(13) JP 2018-518784 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

両方の課題が対処される。
【００８４】
　タッチスクリーン入力デバイスおよびシステムが自由空間ジェスチャを受け入れること
ができるように上記の問題に対処するうえで、さまざまな利点がもたらされる。たとえば
、自由空間ジェスチャ入力を受け入れる電子デバイス用の新たなオペレーティングシステ
ムを書き込むこと、および／または自由空間ジェスチャ入力を可能にするようにオペレー
ティングシステムを変更することは、重大な問題を呈する場合がある。通常、オペレーテ
ィングシステムを作成する、および／またはオペレーティングシステムに大きな変更を加
えることは、費用と時間がかかり、バグを伴う可能性があることが周知である。同様に、
自由空間入力を受け入れるように個々のプログラムを書く、あるいは改作することも問題
をはらんでいる。各種実施形態によると、自由空間入力を伴って既存のコード、オペレー
ティングシステム、プログラム、ライブラリ、プラグインならびに既存のハードウェアを
使用することができる。これにより、時間、手間、費用などが節減され、既存のソフトウ
ェアの大半の継続的使用も簡易化される（すなわち、「旧バージョン互換性」）。
【００８５】
　さらに、なじみのタッチスクリーン入力と類似する、あるいはその他の形で対応する自
由空間ジェスチャが何らかの方法で使用される場合、ユーザはより容易に、自由空間ジェ
スチャの使用に順応することができる。より具体的な例として、自由空間における左から
右へのスワイプジェスチャが類似または同等の物理的動作および／またはそれに対する類
似または同等のシステムの反応で、タッチスクリーン上の左から右へのスワイプを表すよ
うにされる場合、ユーザはより容易に入力としての自由空間ジェスチャに順応することが
できる。ユーザの観点からは、ユーザは「同じことをして」（少なくともユーザに関する
限り）、タッチスクリーン入力でデバイスまたはシステムを制御するように、自由空間ジ
ェスチャでデバイスまたはシステムを制御することができる。実際、入力を扱う方法は、
タッチスクリーン入力と自由空間ジェスチャとでは全く異なっているが、ユーザに関する
限り、明白な類似性がある場合、ユーザは自由空間ジェスチャ入力を採用することへの障
壁を低減させることができる。
【００８６】
　上述したように、各種実施形態は、自由空間ジェスチャを識別可能にすることと、ジェ
スチャに反応して既存の機能を呼び出すこととを含むが、それらに限定されない機能を提
供する。前者の機能を以下説明し、後者の機能は後でより詳細に説明する。
【００８７】
　図２Ａ～図２Ｄを参照して上述したように、通常、タッチスクリーンなどの面限定入力
アプローチは、指と物理的タッチパッド面との実際の接触に対応する事象の感知に頼るこ
とができる。よって、右方スワイプの認識は、タッチダウン事象と、面との接触動作とを
記録することを含むことができる（リフトオフなどのその他の事象を記録することも含む
ことができる）。一般的には、手のポーズやジェスチャなどの自由空間入力の場合、物理
面は存在しない。よって、特定の事象、特に物理的接触を含む事象は自由空間ジェスチャ
では発生しないし、通常は発生し得ないため、自由空間右方スワイプジェスチャを、タッ
チスクリーン右方スワイプジェスチャに対応する入力として認識することは困難である。
【００８８】
　より口語的には、この問題は、人はタッチスクリーンにタッチしないとき、タッチスク
リーンスワイプを、明白に類似する自由空間スワイプで置き換えるだろうかという問いと
して考えることができる。
【００８９】
　タッチスクリーン入力と同様な機能を果たすことができるように自由空間ジェスチャ入
力を識別するアプローチのいくつかの例を、以下例示し説明する。なお、これらは単に例
である。ここまで１例として使用した右方スワイプ入力をここでも同様に例として提示す
るが、入力は右方スワイプ、スワイプ、またはその他の任意の特定のジェスチャまたは入
力に限定されない。また、本明細書で例示し説明するアプローチ以外のアプローチも同等
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に適切な場合がある。さらに、少なくともいくつかの例では、面限定入力との視覚的類似
性を備える自由空間ジェスチャ（たとえば、タッチスクリーンスワイプに類似する自由空
間スワイプジェスチャ）を使用することが有効かもしれないが、必須ではない。自由空間
ジェスチャは、必ずしも面限定入力と同一である、あるいは類似する必要すらない。
【００９０】
　次に、図３を参照すると、タッチスクリーンおよびその他の面限定入力は、自由空間ジ
ェスチャのための入力をサポートする剛体形状に依存することができるが、必ずしもこの
ような形状が存在しなくてもよい。たとえば、図３の構成では、動作矢印３０６で示すよ
うに左から右への動作を実行した手３０４が存在する。タッチスクリーンが面との物理的
接触を通じて動作を感知する場合、図３は手３０４の少なくとも１部とその動作３０６を
包含する視野３１２を有する撮像装置３１０も示す。
【００９１】
　図４Ａを参照すると、図３はやや抽象的であるとみなすことができ（たとえば、単純な
分断されたカメラの輪郭を示す）、図４Ａは眼鏡に似たヘッドマウントディスプレイの形
状の装置４１４Ａの構成を示す斜視図である。図示されるように、装置４１４Ａは、たと
えば手４０４Ａとその動作を感知する２つの撮像装置４１０Ａを含む（しかしながら、通
常、使用時には、人物、頭、顔などに着用することができるヘッドマウントディスプレイ
４１４Ａは必ずしもジェスチャ入力に直接関与する必要がなく、ジェスチャ入力の感知、
コマンドの処理と実行などは簡略化のために省略する。なお、図４Ａに手４０４Ａが示さ
れ、明瞭化のため他の場所でも手が図示され言及されているが、手も全体としてユーザも
必ずしもそれ自体実施形態の１部とみなすべきではない）。
【００９２】
　図４Ｂは図４Ａの構成と類似する構成を示しており、閲覧者の視点により近づくように
異なる視野から見た図である。すなわち、撮像装置４１０Ｂが手４０４Ｂおよび／または
その動作を感知することができるように撮像装置４１０Ｂを配置した装置４１４Ｂが後ろ
から図示されている。
【００９３】
　図５は自由空間における手５０４を示す。図５の構成は、以下例示し説明する特定の自
由空間ジェスチャ入力の開始位置を表すとみなすことができる。また、図５に示す構成は
、既に記載した問題点を例示していると考えることもできる。すなわち、自由空間ジェス
チャの場合、タッチスクリーンなどとの物理的接触を利用して事象および／または入力を
認識することは、このような面が存在しないとき問題となる。
【００９４】
　図６～図１０Ｄはまとめて、面限定入力に匹敵する自由空間ジェスチャ入力に関するい
くつかの構成を示す。特段明示しない限り、図６～図１０Ｄに示すジェスチャは、ジェス
チャ後またはジェスチャ中の構造を示すとみなすことができ、ジェスチャは図５に示す構
造と類似する構造で開始される。
【００９５】
　図６を参照すると、動作マーカ６０６で示すように手６０４がジェスチャを行っている
。動作マーカ６０６から分かるように、手６０４は（図５の構成に類似する最初の構成か
ら）最初に下方へ、（動作を行う人から見て）左から右へ動き、次に水平に左から右へ動
き、次に左から右へ移動しながら上方へ動いている。図６は単独の連続動作マーカ６０６
から分かるように、略単独の連続動作として手６０４の動作を示す。
【００９６】
　なお、図６に示す構成は、各種実施形態が対処する問題点の１つ、すなわち、面限定入
力で利用可能な具体的な物理的接触事象（たとえば、タッチダウン）と異なり、自由空間
ジェスチャで明確な「目印」が欠けていることを反映する。各種実施形態は、いくつかの
点でタッチスクリーン入力に少なくとも幾分匹敵する自由空間ジェスチャを使用すること
によって、入力を可能にしつつ上記欠如に対処することができる。
【００９７】
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　各種自由空間入力の特徴付け、解釈、識別などに関するいくつかの変形を本明細書で説
明する。特定する目的上、図６に示す構成は「連続暗黙的」アプローチを表すとみなすこ
とができる。すなわち、自由空間ジェスチャ（またはその他の入力）が識別され、自由空
間ジェスチャが他の入力ジェスチャと区別される特徴は、動作を（後述するように部分に
分かれてではなく）連続エンティティとしてみなすことである。「暗黙的」に関しては、
自由空間ジェスチャが面限定入力に類似させられる構成では、面限定入力に関連付けられ
る特定の事象、たとえば、タッチスクリーンの面へのタッチダウン、面に沿ったスワイプ
、面からのリフトオフなどの存在は、ある意味では暗黙的である。すなわち、それらの事
象は（たとえば、タッチする面がないために）実際の形状では存在せず、明白な代替物が
存在しない場合がある。図６に示す構成の場合、たとえば、タッチなどを特定して表すよ
うに実行または感知される類似物が必ずしも存在しなくても、動作自体のパラメータおよ
び／または類似の要素のために動作をスワイプとして認識することができる。動作自体が
スワイプを定義するため、ある意味では、タッチダウンなどの事象は暗黙的であるとみな
すことができる。しかしながら、これは単に記述上かつ説明上の例であり、「連続暗黙的
」という文言は限定として解釈すべきではない。
【００９８】
　自由空間ジェスチャが単独の略連続動作として表される図６の構成の場合、その動作が
タッチスクリーンスワイプに類似する入力とみなされるべきか否かを判定する基準は、動
作自体の特性によって定義することができる。たとえば、自由空間動作は、左右の動作が
略連続的である、たとえば、休止なしの左右動作である場合のみスワイプジェスチャを表
すとみなすことができる。最初の下方動作に関する必要条件、最後の上方動作に関する必
要条件、および／または動作の中間で垂直動作が実質上存在しないという必要条件を設け
ることができる。加速度範囲も特定することができる。上記に定義される必要条件のいず
れかまたはすべてを、図６の構成を１例とみなす基準の一部とすることができる。
【００９９】
　実施形態は、ジェスチャ、ポーズ、および／またはその他の入力を識別する際に、自由
空間の操作のどんな特徴が必要である、除外される、および／またはそれ以外の方法で検
討されるかに関して特に限定されない。比較的単純な特徴（速度、方向、加速度など）を
上述したが、他のおよび／またはより複雑な要素を検討することができる。
【０１００】
　たとえば、人の動作は通常、特定の円弧およびその他の経路内に優先的に収まる、およ
び場合によっては、特定の円弧およびその他の経路に具体的に限定される。これは、関節
構造などのいくつかの要因から生じる場合がある。簡単な例として、左右スワイプをさら
に検討すると、手首で手を動かすことによって実行されるジェスチャは、肘で腕を動かす
ことによって実行されるジェスチャとは経路、速度、動作範囲などが異なることがある。
このような差異に基づいてジェスチャを区別し、ジェスチャが偶発動作と全く異なり意図
的に行われているか否かを判定することができる。自由空間入力基準は上記の要素を検討
することができる（しかしながら、これは単なる例であり、必須ではない）。
【０１０１】
　また、基準は否定要素だけでなく肯定要素、すなわち、除外条件と必要条件を含むこと
ができる。たとえば、特定の動作を特定の自由空間ジェスチャ入力として解釈されること
から除外する要素も、基準の１部とすることができる。より具体的な例として、スワイプ
とタップの２つのジェスチャを検討する。
【０１０２】
　図６は上述したように、自由空間スワイプジェスチャの例を示す。次に、図７は自由空
間タップジェスチャの例を示す。特定の場合、タップは略垂直動作、たとえば、急停止お
よび／または急逆方向動作を伴う下方動作とみなすことができる。しかしながら、図７に
示すタップでは、手７０４は動作矢印７０６に示すように（閲覧者から見て）左から右へ
移動したことが分かる。
【０１０３】
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　なお、実際には、自由空間ジェスチャは、動作が「ドリフト」しがちな場合がある。す
なわち、自由空間においてジェスチャを実行する人は、タッチスクリーンに提供される入
力と同等の精度、制御、再現性などを実行できない。このようなドリフトは、少なくとも
部分的にはユーザが相互作用する明確な物理的対象が存在しないために生じると推測でき
る。タッチスクリーンなどの物理的インタフェースデバイスは、触覚フィードバック（た
とえば、タップする面）や、相互作用する具体的な可視目標などを提供することができる
。こうした焦点の欠如は、ジェスチャ入力を提供する際の特定の「雑さ」とみなされる原
因となることがある。図７に示す構成はこの１例であり、ユーザはタップ入力を行うつも
りだが、そうする間の手７０４の左右動作を制限していない。
【０１０４】
　原因に関係なく、上記のドリフトや雑さなどはジェスチャ入力を不明瞭にする役目を果
たす。図６と図７の比較から、両者の例では、手６０４および７０４が最初の下方動作お
よび最後の上方動作と組み合わされた左右動作を実行していることが分かる。左右、上方
、下方動作の連続に基づく自由空間入力の基準は、図６のスワイプと図７のタップとを区
別できない場合がある。
【０１０５】
　しかしながら、上述したように、自由空間入力の基準は、除外条件だけでなく肯定の必
要条件も組み込むことができる。たとえば、タップは通常、「反発」、急停止、および／
または下方動作から上方動作への反転を含むことができる。スワイプの基準は、たとえば
、垂直動作の急停止、垂直速度の急反転、過剰な垂直加速（急反転に相当する）、または
その他の検討事項を除外することによって、上記反発を除外するように定義することがで
きる。
【０１０６】
　同様に、図８は自由空間タップ入力の別の形式の例を示す側面図である。同図では、手
８０４の伸ばした人差し指が動作矢印８０６で示すように下方円弧に沿って移動している
。図８に示すような動作は、特定のタップの典型であるが、通常はスワイプと関連付けら
れない。よって、自由空間スワイプ入力の基準は、人差し指の第１関節のある程度の動作
を除外する、および／または制限することができる。よって、図８に示すような動作が存
在する場合、動作はスワイプではないとみなすことができる（逆に、上記動作は、自由空
間タップジェスチャを定義する基準にとって必須または任意の特徴とみなすこともできる
）。
【０１０７】
　より広範には、（たとえば各種関節の）絶対的動作および／または位置（および／また
は速度、加速度などの特徴）や解剖学的動作および／または位置などは、基準により存在
が必須である肯定要素および／または基準により欠如が必須である否定要素のいずれかと
みなすことができる。
【０１０８】
　さらに、動作またはその多の要素がどこで、いつ、および／またはどのように呈示され
るかという事項も自由空間入力の基準の１部を成すことができる。１例として、人間工学
的な理由により、スワイプジェスチャは通常、ユーザの身体の内側に向けて指す指ではな
く、ユーザの身体の外側に向けて指す指で実行することができる。よって、自由空間スワ
イプ基準は、少なくとも特定の実施形態では、指が内側を指す構成を除外することができ
、たとえば、そのような動作をエラーまたは「ノイズ」、別の人物による無関係なジェス
チャ、意図的な介入などとみなすことができる。
【０１０９】
　さらにノイズに関しては、基準は各種要素の度合いを検討することもできる。たとえば
、たとえ自由空間スワイプ基準が（たとえば、雑なタップジェスチャをスワイプと誤解釈
するのを避けるため）中間部の垂直動作を除外するとしても、その除外は何らかの度合い
の許容可能な垂直動作を含むことができる。すなわち、特定量の垂直動作が、ジェスチャ
を行う人の不完全なモータ制御、手の不完全な位置感知（たとえば、センサまたはプロセ
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ッサに導入されるエラーまたは変動）などのために偶発的に存在すると予期することがで
きる。よって、垂直動作は自由空間スワイプ基準（またはその１部に沿った）から名目的
に除外することができるが、この除外は必ずしも絶対的である必要はない。口語的には、
基準は肯定および／または否定要素に対する「解釈の幅」を含むことができる。
【０１１０】
　次に図９を参照すると、上述するように、基準は所与の入力の異なる部分にそれぞれ異
なる必要条件および／または除外条件を適用することができる。たとえば、スワイプジェ
スチャは、中間ではなく最初と最後の垂直動作を許容することができる。このようにある
期間や距離にわたる基準の変動を導入しやすくするため、少なくとも特定の実施形態では
、基準を分割し、入力の検討事項を個々のブロックに分解するのが有効な場合がある。図
９はそのような構成を示す。図９では、手９０４は動作矢印９０６Ａ、９０６Ｂ、９０６
Ｃで示される一連の動作を実行している。図６との比較から分かるように、図９の動作矢
印９０６Ａ、９０６Ｂ、９０６Ｃで表される動作の組み合わせは、図６で動作マーカ６０
６によって示される動作と少なくとも幾分類似する。
【０１１１】
　しかしながら、図９の構成では、動作全体が（ユーザから見て）下方と右方への動作９
０６Ａ、水平を保ちながら右方への連続動作９０６Ｂ、上方と右方への別の連続動作９０
６Ｃにさらに分割されている。図９の例では、動作はたとえば、９０６Ａの垂直下方動作
、９０６Ｂの垂直動作の欠如、９０６Ｃの垂直上方動作という具体的な特徴に分類するこ
とができる。
【０１１２】
　上記分類は各種実施形態の範囲内に含まれる。基準は２つ以上の副基準に細分すること
ができ、たとえば、図９の構成の場合、１つの副基準がそれぞれ動作矢印９０６Ａ、９０
６Ｂ、９０６Ｃによって表される。副基準は独立した自己充足エンティティとみなすこと
もできる。たとえば、特定の実施形態では、動作矢印９０６Ａ、９０６Ｂ、９０６Ｃがそ
れぞれ単独の「状態」、たとえば、特定のパラメータを有する下方動作、別のパラメータ
を有する水平動作、さらに別のパラメータを有する上方動作を表すことができる。
【０１１３】
　このように自由空間入力を状態に細分化することは場合によっては単に論理的または分
析的アプローチであるかもしれないが、状態に関して自由空間ジェスチャ動作を定義する
少なくとも特定の実施形態では、発明自体を実施する上での特徴とすることができる。た
とえば、状態の集合や状態の配置規則などは、プログラミング規則の１形式として実施す
ることができる。よって、特定の自由空間ジェスチャの基準は一連の状態であってもよく
、たとえば、状態が大文字によって識別される場合、ジェスチャはＡ、Ｂ、Ｃ状態から成
る特定の４つの状態の連続を示すＡＣＢＡで表すことができる（たとえば、複数の指のジ
ェスチャ、両手のジェスチャなど並列して実行される状態に関しては、別の規則が利用さ
れる）。
【０１１４】
　より具体的な例として、状態Ａが下方動作、状態Ｂが急反転、状態Ｃが上方動作である
場合、タップジェスチャはＡＢＣ、ダブルタップはＡＢＣＡＢＣとすることができる。な
お、状態は必ずしも１つのジェスチャに固有である必要はなく、タップ／ダブルタップの
例（下方および上方動作）の状態ＡおよびＣはスワイプジェスチャ、たとえば、ＡＤＣの
１部として利用することもできる。ただし、Ｄは水平動作（左から右、右から左など）で
ある。
【０１１５】
　実際に、１群の状態は、特定の実施形態では、「言語」と類似することがある。各状態
が（図９に示すように）個別に定義される動作、構造、および／またはその他の入力要素
（動作なしの休止、音声入力、指を鳴らす、または指が面と接触するノイズ、打鍵など）
を表す場合、比較的小さな状態群を使用して、極めて大きなジェスチャ群を定義すること
ができる。たとえば、１セット２５個の状態が３状態ジェスチャで配列されるとすると、
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１５０００超のジェスチャが数学的には可能である。所与の数の状態の場合、ジェスチャ
毎の状態の数が増加するにつれ（たとえば、上記の例の３状態から４状態へ）、数学的に
可能なジェスチャの数も増加する。ジェスチャ毎の状態の数が固定されない場合（たとえ
ば、ジェスチャが少なくとも１～６状態を含む）もジェスチャの数を増加させることがで
きる。
【０１１６】
　実際上、上記のジェスチャがすべてユーザにとって簡便であるわけではなく、利用可能
なセンサなどによって容易に区別されるわけではなく、所与のセットの状態の場合に数学
的に可能なすべてのジェスチャが使用できるわけではない（状態言語を必須ではないが実
際に利用する実施形態の場合ですら、すべての可能なジェスチャを使用する必要があるわ
けではない）。しかしながら、上記の例の約１５０００のジェスチャのわずか１％であっ
ても約１５０のジェスチャを表す。よって、比較的少数の状態でも、広範なおよび／また
は多様なジェスチャ入力群をサポートすることができる。
【０１１７】
　このように状態を使用してジェスチャ言語を構築することは、たとえば効率の点で特定
の利点をもたらすことができる。上記の例では、１５０の一意のジェスチャをわずか２５
状態から組み立てることができる。よって、１５０の様々なジェスチャを定義し、コーデ
ィングし、デバッグする代わりに、２５の状態を定義し、コーディングし、デバッグする
方が適切であろう。ジェスチャよりも状態を少数とすることで、少なくとも特定の場合、
リソースのコストが低減される。また、複数の状態から成るジェスチャは通常、ジェスチ
ャを構成する個々の状態よりも長い、および／または複雑である。よって、個々の状態の
定義、コーディング、デバッギングは完全な各ジェスチャの定義、コーディング、デバッ
ギングよりもリソース集約的であり、リソース（たとえば、時間、費用、処理パワー、メ
モリなど）をさらに節減することができる。
【０１１８】
　しかしながら、状態および／またはその他の個別のジェスチャ要素の使用などの状態言
語の使用は単なる１例であり、必須ではない。他の構成も同等に適切な場合がある。
【０１１９】
　図２Ａ～図２Ｄを参照して上述したように、タッチスクリーン入力は、特定の場合、タ
ッチダウン、スワイプ、リフトオフなどの一連の事象として解釈することができる。図９
に示す構成は図２Ａ～図２Ｄの３つのタッチスクリーン事象と一対一対応する３つの自由
空間状態を表すと解釈することができるが、これは単なる例である。タッチスクリーン事
象との一対一対応は必須ではなく、タッチスクリーン事象（使用される場合）は自由空間
基準を設定する際に必ずしも検討されない（ただし、このような検討事項と一対一対応は
除外されない）。
【０１２０】
　たとえば、比較のために「連続暗黙的」アプローチとして記載される図６に示す構成と
対照的に、図９の構成は「離散暗黙的」アプローチと称することができる。図９に示す自
由空間スワイプジェスチャは単独の連続動作ではなく３つの状態に分割される、および／
または３つの状態とみなされており、図９により面限定反応を呼び出す自由空間ジェスチ
ャは、面へのタッチダウンなどの事象の明確な等価物を含んでいない。このような要素は
たとえば動作９０６Ａ、９０６Ｂ、９０６Ｃから類推されると説明することができる。
【０１２１】
　次に図１０を参照すると、いくつかの実施形態は、自由空間ジェスチャの境界を定める
ことを含むことができる。図１０に示す構成では、手１００４は、動作矢印１００６Ａ、
１００６Ｂ、１００６Ｃで示す動作（動作全体を構成する個々の状態を必ずしもではない
が表すことができる）で自由空間スワイプ入力を行っている。また、図１０では、境界１
０１６は（見やすくするために網目を入れた）矩形平面状に示している。
【０１２２】
　図１０の例では、境界１０１６は、タッチパッドなどの物理的面の代替としての役目を
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果たす。境界１０１６が画定され、境界１０１６との接触も画定することができる。たと
えば、タッチダウン相当物（図１０ではマーカ１００８Ａで示す）は、手１００４が境界
１０１６にタッチする、境界１０１６を通過する、境界１０１６から最小距離内に近づく
ときなどに発生するとみなすことができる。同様に、リフトオフ相当物（図１０ではマー
カ１００８Ｂで示す）は、手１００４が境界１０１６と不連続に接触する、境界１０１６
を出る、境界１０１６から離れるときなどに発生するとみなすことができ、手１００４と
境界１０１６との連続的接触や近接度などは面に沿った動作とみなすことができる。
【０１２３】
　図１０に示すような境界を含めることは少なくとも特定の実施形態では有効であり得る
。たとえば、面またはその他の幾何学的形状－物理的実体を持たない幾何学的形状でさえ
－を画定することによって、ある一定の定義を向上させる、および／またはより簡便にす
ることができる。境界面１０１６の存在によって、自由空間スワイプ基準は、ユーザの手
１００４が境界面１０１６と接触しなければならないと定義することができ、たとえば、
手１００４と境界面１０１６との適切な接触を含まない動作はすべて、自由空間スワイプ
を構成しないものとして無視することができる。これは、たとえば、入力ジェスチャとノ
イズを識別したり、類似のジェスチャ同士を区別したりするのに役立てることができる。
【０１２４】
　また、境界１０１６がユーザにとって可視である、たとえばヘッドマウントディスプレ
イ上に拡張された現実エンティティとして表示される場合、境界１０１６はジェスチャが
どこでおよび／またはどのようにして実行されるべきかに関する視覚ガイドとして機能し
、ユーザが自由空間ジェスチャを行うのを助けることができる。
【０１２５】
　次に、図１１Ａは、各種実施形態により自由空間スワイプジェスチャを識別する別の例
示の構成の第１の部分を示す。ここでも境界１１１６Ａが組み込まれ、手１１０４Ａが境
界１１１６Ａの上方の初期位置にある。しかしながら、図示するように、図１１Ａの境界
１１１６Ａは図１０のように平面状ではなく立体を包含する。境界は立体的に（すなわち
、立体全体が境界である）、あるいは包含面として定義することができる。本明細書での
説明の目的上、図１１Ａに関してはいずれの解釈もとることができる。
【０１２６】
　図１１Ｂに示すように、手１１０４Ｂは、動作矢印１１０６Ｂで示すとおり境界１１１
６Ｂ内へ下降している。接触マーカ１１０８Ｂも、手１１０４Ｂの人差し指が境界１１１
６Ｂの面と交差している様子を示す。図示される構成は１例である。他の実施形態の場合
、境界１１１６Ｂ内の手１１０４Ｂ全部が境界と接触している（接触が点ではない）、接
触点が手１１０４Ｂの人差し指の先端（またはその他の特徴）に位置し共に移動する、な
どと考えることができ、その他の構成も同等に適切な場合がある。
【０１２７】
　引き続き図１１Ｃを参照すると、動作矢印１１０６Ｃから分かるように、手１１０４Ｃ
は境界１１１６Ｃとの接触点１１０８Ｃを維持しながら（閲覧者から見て）右方に動いて
いる。同様に、図１１Ｄでは、動作矢印１１０６Ｄから分かるように、手１１０４Ｄは右
方と上方に移動して、接触マーカ１１０８Ｄで境界１１１６Ｄとの接触から離れている。
【０１２８】
　よって、図１０および図１１Ａ～図１１Ｄから分かるように、境界は１つの特定の形状
に限定されない。２つの形状を示しているが、他の実施形態は大きく異なる場合があり、
湾曲面または立体、複数の面、その他の構成などを含むがそれらに限定されない境界を組
み込むことができる。
【０１２９】
　また、特定の実施形態の場合、テーブル、デスク、窓、クリップボードなどの物理的対
象の一部または全部と少なくともほぼ整合するように境界を配置することが有効な場合が
ある。たとえば、境界と物理的デスクトップとを整合させることで触覚フィードバックを
提供することができる。すなわち、たとえ物理的タッチパッドが存在していなくても、ユ
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ーザは指先とタッチパッドとの接触に少なくとも幾分類似する指先とデスクトップとの物
理的接触を感じることができる。なお、境界と物理的対象との間の整合度は、完全または
略完全ですらある必要がない。たとえば、引き続きデスクトップと整合される境界の例を
考えると、数ミリメートルまたは１センチメートル以上の整合不良でも、「タッチスクリ
ーンを使用している」というユーザの触覚的解釈（たとえ物理的タッチスクリーンが存在
しなくても）を促進することができる。ユーザが整合度に気づくか否かは、整合度を必ず
しも制限しない。たとえ整合不良がユーザに検知可能であっても、触覚フィードバックま
たはその他の利点が得られる。機能が維持される限り、各種実施形態では、厳密に測定さ
れる数学的または論理的整合限度が課せられることはない。
【０１３０】
　事実、少なくともいくつかの実施形態の場合、整合不良（意図的でも偶発的でも）はそ
れ自体有効となり得る。引き続き上記の例では、境界がデスクトップの上方にいくらか離
れる程度の整合不良が存在しても、ユーザは「ホバー」行為（たとえば、コンピュータマ
ウスの場合「マウスオーバ」に類似する）を実行するようにデスクトップ上方に指先を保
持することができる。しかしながら、これらは単なる例であり、他の構成も同等に適切な
場合がある。
【０１３１】
　図１０～図１１Ｄに示す構成は「受動明示的」と称することができる。すなわち、たと
えば、境界を画定し、境界との接触がタッチダウンを表すとみなすことによって、タッチ
ダウン事象および類似事象に近い明示的相当物を提供することができる。このような構成
は、ユーザ自身が必ずしも接触またはその等価物を示すために「何かを実行する」必要が
ないために受動的であるとみなすことができる。むしろ、ユーザは単に自由空間入力を実
行し、境界と接触する（あるいは接触しない）だけである。
【０１３２】
　次に、図１２Ａ～図１２Ｄを参照すると、自由空間基準は、（たとえば）手の動作をジ
ェスチャとして特定する何らかの表示を含むことができる。図示する例では、表示は追加
の明示的な手のポーズ、具体的には伸ばした小指である。
【０１３３】
　図１２Ａでは、自由空間スワイプジェスチャを実行する前の手１２０４Ａが可視である
。なお、人差し指が伸ばされているが、小指は伸ばされていない。図１２Ｂに進むと、手
１２０４Ｂがまだ初期位置で示されているが、小指が伸ばされている。本例では、小指が
ジェスチャ入力の表示１２１８Ｂとして伸ばされている。すなわち、伸ばした小指は、実
行された動作が、何らかの特性を有する、たとえば、スワイプ、別のジェスチャ、１群の
ジェスチャのうちの１つ（ただし、図示される例では、動作はスワイプを表す）と解釈さ
れるべきであることを（たとえば、センサデータを評価するプロセッサに対して）知らせ
る。
【０１３４】
　図１２Ｃでは、手１２０４Ｃは動作矢印１２０６Ｃで示されるように（手１２０４Ｃを
制御する人から見て）左から右へ移動しており、小指はまだ表示１２１８Ｃとして伸ばさ
れている。図１２Ｄでは、動作が完了し、小指は丸まっている。
【０１３５】
　よって、図１２Ａ～図１２Ｄの構成では、伸ばした小指が入力基準に関連する表示とし
ての役割を果たすことができる。表示の正確な意味は図示される例の中でも変動する場合
があり、表示は具体的にはスワイプ入力、より一般的には仮想面のタッチとして解釈すべ
き入力、特定のプログラムまたは特定の状況下などでのみ検討される入力を指すことがで
きる。同様に、図１２Ａ～図１２Ｄは伸ばした小指を示すが、他の表示が同等に適切な場
合もある。たとえば、スワイプ入力とタップ入力との区別を簡易化するため、スワイプジ
ェスチャ基準では人差し指を伸ばすことが要求され、タップジェスチャ基準では人差し指
と中指の両方を伸ばすことが要求される。表示は手または指の位置に限定されず、各種実
施形態の範囲内で可能な表示の範囲は非常に大きい。
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【０１３６】
　通常、必須ではないが、表示は、ジェスチャをまとめて表すように動作と少なくとも略
同時に行うことができる。引き続き図１２Ａ～図１２Ｄに示す例では、伸ばした小指の表
示は、入力用のジェスチャとして手動作を特定するように、手動作全体を通じて存在する
（すなわち、指が伸びている）。よって、図１２Ａ～図１２Ｄの表示は動作と同時である
と言うことができる。
【０１３７】
　しかしながら、図１２Ａおよび図１２Ｄから分かるように、手が移動していないときも
表示（伸ばした小指）は存在する。図１２Ａおよび図１２Ｄから分かるように、表示は動
作（またはその他の入力）と完全に同時である必要はない。すなわち、表示は動作に先行
するおよび／または後続することができる、および／または動作は表示に先行するおよび
／または後続することができる。よって、小指が伸ばされた後に丸められる構成は、まだ
表示としての役目を果たすことができる、たとえば、次の手の動作はジェスチャ入力とみ
なすべきである。また、少なくともいくつかの実施形態の場合、動作と部分的または完全
に同時である表示を利用することが簡便であるが、これは単なる例であり、他の構成も同
等に適切な場合がある。
【０１３８】
　図１２Ａ～図１２Ｄに示す構成は「能動明示的」と称することができる。ここでも、た
とえば手のポーズなどの表示の形式でタッチダウン事象および類似の事象の明示的相当物
を提供することができる。その表示は、ユーザが指を伸ばす、それ以外の方法で手のポー
ズを変更するなどによって能動的に提供される。
【０１３９】
　面限定制御用の自由空間入力をサポートするように、各種実施形態による４つの広範な
アプローチのカテゴリについて説明した。やや口語的には、これら４つのアプローチ、す
なわち、連続暗黙的、離散暗黙的、受動明示的、能動明示的アプローチは、自由空間入力
と面限定入力との間の差を扱うツールとしての役割を果たす。よって、各種実施形態によ
る１以上の上記アプローチの使用を通じて、タッチスクリーン入力の等価物を識別および
区別するのに十分な情報を自由空間入力から取得することができ、自由空間ジェスチャは
少なくとも特定の目的で、タッチスクリーン入力と置き換える、あるいは「代役を果たす
」ことができる。上記構成は、自由空間ジェスチャを使用してタッチスクリーン入力を認
識するデバイスやシステムなどの制御を可能にする、あるいは少なくとも制御に寄与する
。
【０１４０】
　上記４つの例示のアプローチについて説明したが、アプローチは必ずしもこれら４つに
限定されず、面限定入力を呼び出すことができるように自由空間入力を識別および／また
は区別するその他の構成も同等に適切な場合がある。また、例示のアプローチは必ずしも
排他的ではない。たとえば、連続暗黙的アプローチを用いて対処できる自由空間ジェスチ
ャもあれば、（同じデバイス、システムなどの場合でも）離散暗黙的アプローチを用いて
対処できる自由空間ジェスチャもある。同様に、特定の自由空間ジェスチャは、２以上の
アプローチの一方または両方を用いて対処することができる。たとえば、所与の実施形態
の場合、平面状境界を交差する、あるいは手のポーズを実行することのいずれかが容認可
能である。
【０１４１】
　なお、本明細書に提示される少なくとも特定の例では、右方スワイプジェスチャなどの
各自由空間入力は、面限定入力および／またはその反応に一対一で対応すると言及するこ
とができる。しかしながら、これは簡略化のためである。実施形態は自由空間入力、面限
定入力、および／または反応間の一対一対応を必要としない。たとえば、２以上の自由空
間ジェスチャが単独の面限定入力反応を呼び出すことができ、他の構成も同等に適切な場
合がある。
【０１４２】
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　次に、図１３は、面限定制御に自由空間入力を適用する例示の方法を示す。上述したよ
うに、各種実施形態は、自由空間ジェスチャの区別および／または識別を可能にすること
と、上記ジェスチャを入力として利用可能となるように伝えることをサポートする。両者
とも図１３に概略的に示す。前者は既に詳細に説明したが、追加情報を後述する。後者に
ついてもより詳細に後述する。
【０１４３】
　図１３では、自由空間入力基準がプロセッサに設定される（１３３２）。上述したよう
に、自由空間入力基準は、所与の実施形態の場合、何が特定の自由空間入力を構成するか
、および／または構成しないかを定義する。たとえば、自由空間スワイプジェスチャは、
特定の構成（たとえば、人差し指が伸びていて、他の指が丸まっている）における特定範
囲の速度および加速度内での特定の経路に沿った手またはその他のエンドエフェクタの動
作を、人差し指の第１関節の動作などのその他の要素を除外しつつ含むことができる。自
由空間入力基準は、必須とする、除外する、あるいはそれ以外の方法で指定することので
きる基準に関して限定されない。
【０１４４】
　通常、必須ではないが、自由空間入力基準は、タッチスクリーン入力などの面限定入力
に少なくともある程度対応させることができる。たとえば、自由空間スワイプは、タッチ
スクリーンスワイプと類似の動作を有する、視覚的に似ている、タッチスクリーンスワイ
プを誘起することができる。
【０１４５】
　なお、何かを「設定する」ことは、詳細に応じて、新しいことを生み出すこと（たとえ
ば、新たな事業を起こす場合は事業を設立すること）と、既に存在している状態を判定す
ること（たとえば、既にその場にいる人の位置が別のソースから発見または受信される場
合、人の所在を確かめること）の一方または両方を指す。同様に、自由空間入力基準を設
定することは、以下を含むがそれらに限定されないいくつかの可能なアプローチを包含す
ることができる。
【０１４６】
　プロセッサに自由空間入力基準を設定することは、有線または無線モデムなどの通信手
段を通じて、何らかのソース、たとえばハードドライブまたはソリッドステートドライブ
などのデータ格納装置からプロセッサに自由空間入力基準をインスタンス化することを含
むことができる。また、自由空間入力基準を設定することは、実行可能な命令を使用して
計算的に、プロセッサ内に自由空間入力基準を作成することを含むことができる。実施形
態は、どのように自由空間入力基準を設定するかに関して限定されない。唯一必須である
のは、機能的である自由空間入力基準が何らかの方法で利用可能とされることである。記
載される構成以外の構成も同等に適切な場合がある。また、本明細書内の他のステップで
使用される場合も、設定することは同様に広範な意味で使用されるべきである。
【０１４７】
　同様に、実施形態は、自由空間入力基準の性質に関して限定されない。通常、自由空間
入力基準は、ファイル、プログラム、それらの一部など、プロセッサにインスタンス化さ
れるデータおよび／または実行可能な命令の集合であってもよい。しかしながら、これは
単なる例であり、他の構成も同等に適切な場合がある。
【０１４８】
　また、実施形態は、自由空間入力基準が設定されるプロセッサに関して限定されない。
様々な汎用、特定用途、内蔵システムがプロセッサとしての使用に適することができる。
さらに、プロセッサは２つ以上の物理的または論理的プロセッサおよび／またはプロセッ
サコンポーネントを含む、あるいは「仮想」プロセッサであることも同等に適切な場合が
ある。他の構成も同等に適切な場合がある。
【０１４９】
　自由空間ジェスチャを識別および／または区別できる上述の機能は、ある意味では、ス
テップ１３３２に要約されるとみなすことができる。特定の現象（ジェスチャ、ポーズな
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ど）が自由空間入力を表すか否か、すなわち、自由空間入力基準が満たされるか否の判定
は図１３では連続的に対処されるが、入力はある意味ではステップ１３３２で定義または
生成することができる。よって、図５～図１２Ｄを参照した具体的な説明は、ステップ１
３３２に特に関連すると考えることができる。
【０１５０】
　引き続き図１３を参照すると、自由空間入力がセンサを用いて感知される（１３３４）
。実施形態は、自由空間入力を感知する（１３３４）ためにどのようなセンサが利用され
るかに関しても、いかにして自由空間入力を感知する（１３３４）ことができるかに関し
ても限定されない。通常、必須ではないが、カメラ、深度カメラなどの何らかの形状の撮
像装置を利用して、１以上の画像および／または映像セグメントを捕捉することで、自由
空間入力を示す位置や動作などを判定することができる。ＣＭＯＳおよびＣＣＤカメラを
含むがそれらに限定されないカメラの使用は特定の実施形態にとって適切であるが、他の
構成も同等に適切な場合がある。さらに、ステップ１３３４は単独のセンサに言及してい
るが、個々にまたは協調して動作する、類似または異なる複数のセンサ（撮像装置のステ
レオ対など）の使用も同等に適切な場合がある。
【０１５１】
　自由空間入力がプロセッサに通知される（１３３６）。実施形態は、通信の内容および
／または形式、たとえば、画像、映像、数値データなどに関して限定されない。また、実
施形態は、どのように自由空間入力が通知されるかに関しても限定されない。通常、必須
ではないが、センサはプロセッサと同じデバイスまたはシステムに配置することができ、
通信は有線リンクを介して行うことができる。しかしながら、無線通信を含むがそれに限
定されない他の構成（センサとプロセッサが同じデバイスまたはシステムに配置される、
あるいは近傍または遠隔に配置されるかにかかわらず）も同等に適切な場合がある。
【０１５２】
　プロセッサでは、（ステップ１３３４で感知され、ステップ１３３６でプロセッサに通
知される）自由空間入力が（ステップ１３３２で設定される）基準を満たすか否かが判定
される（１３３８）。通常、必須ではないが、この判定は、プロセッサにインスタンス化
される実行可能な命令によって実行される比較の形式を有することができるが、他の構成
も同等に適切な場合がある。
【０１５３】
　判定１３３８が肯定である、すなわち、自由空間入力が基準を満たす場合、該方法はス
テップ１３４０に進む。判定１３３８が否定である、すなわち、自由空間入力が基準を満
たさない場合、ステップ１３４０がスキップされる。
【０１５４】
　引き続きステップ１３４０では、面限定入力反応が呼び出される。すなわち、通常、タ
ッチスクリーン入力などの面限定入力と対応付けることのできる何らかの機能や動作が実
行させられる。これはある意味では、面限定入力として利用可能となるように自由空間ジ
ェスチャを通知および／または解釈する上述の機能を表すとみなすことができる。そのた
めのアプローチは本明細書でさらに詳細に後述する。しかしながら、実施形態は、どのよ
うにして面限定入力反応を呼び出すことができるかに関して限定されない。適切なアプロ
ーチは、「スプーフィング」すなわち現実のタッチスクリーン入力を表す仮想または「疑
似」信号を生成すること、タッチスクリーン入力が受信されたことを確認する仮想信号を
生成すること、タッチスクリーン入力に関連付けられるコマンドを直接起動する、または
実行することを含むがそれらに限定されない。
【０１５５】
　図１３は簡略化のために方法がステップ１３４０後に完了するとものと示しているが、
実際には、該方法は反復させることができる、たとえば、自由空間入力を継続的に感知す
るようにループ状でステップ１３３４に戻る。
【０１５６】
　さらに、図１４は、面限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方法を示す。図１
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４に示す構成は、（先に図示し説明した）連続暗黙的アプローチを用いる例をより具体的
に扱う。
【０１５７】
　図１４では、自由空間入力基準は、たとえば、ソリッドステートドライブなどのデータ
格納装置からプロセッサに自由空間入力基準をロードすることによって、プロセッサにイ
ンスタンス化される（１４３２）。上記インスタンス化は、図１３などを参照して上述し
た基準を設定する例とみなすことができる。
【０１５８】
　自由空間基準をインスタンス化すること（１４３２）は、いくつかのサブステップとし
て、および／または図１４で１４３２Ａ～１４３２Ｆとして特定されるいくつかの特徴を
示すとみなすことができる。詳細は単なる例であり、より具体的には、連続暗黙的アプロ
ーチ、すなわち、自由空間入力がタッチダウンなどのタッチスクリーン入力（またはその
他の面限定入力）に関連付けることができる特徴の明示的「代用物」を必ずしも含まずに
、単独の略連続動作として定義される（および／またはその後、単独の略連続動作として
扱われる）アプローチの例を提示する。
【０１５９】
　例示のため、図１４（同様に、図１５、図１７、図１８）でプロセッサにインスタンス
化される（１４３２）自由空間入力基準は、自由空間において右方スワイプ動作として表
され、たとえば、本明細書で既に説明し例示した特定の他の自由空間入力に類似する。実
施形態は右方スワイプに限定されず、その他の構成も適切な場合がある。
【０１６０】
　図１４の構成の例では、プロセッサにインスタンス化される（１４３２）自由空間入力
基準は、自由空間入力を提供するために伸ばした人差し指がエンドエフェクタとしての役
割を果たす必要があること（１４３２Ａ）を含むことができる。よって、図１４の具体的
な例の場合、スタイラスまたはその他のエンドエフェクタの使用は自由空間入力基準を満
たすと認識されないため、たとえ自由空間入力基準を他の点で満たしていても、伸ばした
人差し指で提供されない入力は受け入れられない。
【０１６１】
　実施形態は、自由空間入力が、入力をエンドエフェクタである伸ばした人差し指で提供
される入力のみに制限するように定義されることに限定されない。少なくとも特定の実施
形態の場合、１以上の画像または映像クリップを取得し、画像認識によって伸ばした人差
し指の存在（または不在）を特定することが有効であり得る。指および／または手や手の
モデル（たとえば、「関節」や剛直な「骨」などの連接モデル）などの輪郭は、画像認識
の一環として、および／または独立して利用することができる。複数の画像および／また
は映像を通じたエンドエフェクタの動作軌跡も検討することができる。ステレオ感知、飛
行時間感知、焦点深度感知、および／または深度および／または距離を３次元として組み
込むその他のアプローチも検討することができる。これらは単なる例であり、他の構成も
同等に適切な場合がある。多数のアプローチを利用して、人差し指またはその他の特定の
エンドエフェクタによって自由空間入力が提供されたか否かを判定することができるが、
実施形態はどんなアプローチを利用できるかに関して限定されない。
【０１６２】
　より広範には、サブシステム１４３２Ａは様々な方法で実施することができるが、実施
形態はステップ１４３２Ａがどのように実行されるかに限定されない。同様に、図１４の
ステップ１４３２Ｂ～１４３２Ｆおよびその他のステップが例として提示されるが、特段
明記されない限り、実施形態を特定の実行および／または実施方法に限定するものとみな
すべきではない。
【０１６３】
　引き続き図１４を参照すると、プロセッサに自由空間入力基準をインスタンス化するこ
と（１４３２）は、他の指の伸長を除外すること（１４３２Ｂ）を含むことができる。す
なわち、人差し指以外の指が伸びている場合、自由空間入力基準を満たすことができない
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ため、他の点で自由空間入力基準を満たしていても、人差し指以外の伸ばした指で提供さ
れる入力は受け入れられない。
【０１６４】
　まとめると、１４３２Ａおよび１４３２Ｂは、人差し指のみを伸ばして自由空間入力を
行い、自由空間入力基準を満たすことが必要であると理解することができる。上述したよ
うに、図１４の例は右方スワイプ自由空間入力に関する。１４３２Ａおよび１４３２Ｂは
まとめて、たとえば、（たとえば、伸ばした人差し指で実行することによる）自由空間入
力として手の動作を特定する際、および／または右方スワイプ入力を他の自由空間入力（
たとえば、他のジェスチャが２本の指で提供される）および／または偶発動作と区別する
際に役立てることができる。
【０１６５】
　自由空間入力基準は左右変位範囲も規定する（１４３２Ｃ）。すなわち、左から右への
人差し指の変位の全変動が特定範囲内に収まる、たとえば、最大変位未満および最小変位
超でなければならない。右方スワイプは少なくとも特定の状況では、左右動作全体に関し
て最小および／または最大「サイズ」を呈すると推定できるため、このような範囲は、右
方スワイプを定義する、および／または右方スワイプと他の入力および／または偶発動作
とを区別するのに役立てることができる。
【０１６６】
　自由空間入力基準は、（たとえば、伸ばした人差し指の）動作が特定範囲内（たとえば
、最小および最大動作内、特定の経路形状の範囲内など）の連続的な下方動作、左右動作
、上方動作を呈することをさらに規定する（１４３２Ｄ）。上記規定（１４３２Ｄ）は、
たとえば、予期される特徴的な動作によって、特定の動作、図１４の例では右方スワイプ
を区別する際に役立てることができる。
【０１６７】
　さらに図１４を参照すると、自由空間入力基準は反発加速を制限する（１４３２Ｅ）。
上述したように、タップなどの特定の自由空間入力は少なくとも何らかの状況下で、右方
スワイプと類似する場合がある。より広範には、自由空間入力は、それらの入力が理想的
な形から外れる、および／または変形する場合（たとえば、ユーザが入力を提供する際に
「雑に」なる場合）は特に相互に似通うことがある。上述したように、少なくとも特定の
状況では、個々の特徴、本例では反発加速を利用して、いくらかの変形があっても類似し
て現れる自由空間入力を区別することができる。たとえば、タップは反発（上方動作から
急速に反転する下方動作）と称することのできる加速プロファイルを含む一方、スワイプ
はこのような加速を含まない。よって、反発加速を最大までに制限すること（１４３２Ｅ
）によって、タップ（右方スワイプに類似する左右動作を含む変形タップを含むがそれに
限定されない）を除外することができる。言い換えると、加速を検討することによって、
スワイプと非スワイプ入力および／または偶発動作を区別することができる。
【０１６８】
　なお、特定の実施形態の場合、反発加速、またはその他の起こり得る特徴的な動作、加
速度、その他の特徴などを完全に除外することが有効な場合がある。しかしながら、この
ような絶対的除外は禁じられていないが、少なくともいくつかの実施形態では、特定の形
状のノイズを受け入れる程度に、少なくともある程度の特徴的な特徴を許容することが有
益である。たとえば、場合によっては、人の手の動作は不完全である（たとえば、震え、
風、衣服の拘束や怪我による動作の変動など）、センサによる動作の感知が不完全である
、センサ入力に基づくプロセッサによる動作の解釈が不完全である。
【０１６９】
　上記の限定は、特定の実施形態では、動作の「低域フィルタ」の１形式とみなすことが
できる（および、該形式を備えて実施することができる）。たとえば、特定の速度未満、
特定の変位、および／または特定の加速度未満の動作を検討から除外することができる。
上記構成は、指先端の小さな「揺れ」またはその他の偶発動作を除外することができる。
低域フィルタ（もしあれば）はセンサやプロセッサ内で実行することができ、極めて厳密
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には、自由空間入力基準自体の一部を成すことはできない。しかしながら、機能的には、
動作に低域フィルタを施して指先先端の偶発的な揺れを排除することや、（上述の例のよ
うに）加速に低域フィルタを施してタップジェスチャの一部を表すには低すぎる加速を排
除することは、動作への制限および／または反発加速（および／またはその他の特徴）を
含むことと同様に機能することができる。
【０１７０】
　引き続き図１４では、自由空間入力基準は指関節の動作範囲を制限する（１４３２Ｆ）
。上述したように、右方スワイプ以外の特定の入力および／または偶発動作は、指関節の
動作を含むことがある。たとえば、タップまたはタッチは、近位指関節で人差し指を移動
させることによって実行できる。上記の反発加速の制限（１４３２Ｅ）と同様に、指関節
動作を制限すること（１４３２Ｆ）も、たとえば、スワイプ入力を識別する、および／ま
たは他の入力および／または非入力動作を除外する際に役立てることができる。
【０１７１】
　１４３２Ａ～１４３２Ｆはまとめて、プロセッサにインスタンス化される（１４３２）
自由空間入力基準を表すとみなすことができる。自由空間入力基準は図１４では様々な種
類（必要条件、範囲、除外条件など）の複数の独立要素（たとえば、１４３２Ａ～１４３
２Ｆ）を含むように示されているが、実施形態はこのように自由空間入力を定義すること
にも、図示される各種例示の要素１４３２Ａ～１４３２Ｆにも限定されない。
【０１７２】
　たとえば、間に休止を挟む２つの連続ジェスチャと１つの長いジェスチャとの混同を避
けるため、ジェスチャ中に動作の停止および／または休止が存在しないという必要条件が
適切な場合がある。同様に、動作が解剖学的および／または挙動的に好適な動作円弧内に
収まるという必要条件が適切な場合もある。人の動作は通常、人の関節の物理的構造、動
作の文化的嗜好、個人の癖などの要因により、特定の円弧および／またはその他の経路を
たどることがある。上記パラメータに続く入力のみを検討し、非入力動作はジェスチャと
しての検討から除外することができる。
【０１７３】
　また、簡略化のため、サブステップ１４３２Ａ～１４３２Ｆで言及される各種要素は固
定的に記載されているが、実施形態は固定される自由空間入力基準（またはその一部）に
限定されない。基準はユーザの選択に基づき変更可能であり、状況の変動および／または
ジェスチャの変化に対応する、および／または状況の変動および／またはジェスチャの変
化に合わせて調節することができる、および／またはその他の形で変更することができる
。
【０１７４】
　その他の構成も同等に適切な場合がある。
【０１７５】
　さらに図１４を参照すると、自由空間入力がセンサを用いて感知される（１４３４）。
自由空間入力がプロセッサに通知される（１４３６）。プロセッサでは、自由空間入力が
基準を満たすか否かが判定される（１４３８）。判定１４３８が肯定である（すなわち、
自由空間入力が基準を満たす）場合、該方法はステップ１４４０に進む。判定１４３８が
否定である（すなわち、自由空間入力が基準を満たさない）場合、ステップ１４４０がス
キップされる。引き続きステップ１４４０では、面限定入力反応が呼び出される。
【０１７６】
　次に、図１５Ａおよび図１５Ｂは、面限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方
法を示す。図１５および図１５Ｂに示す構成は、（本明細書に例示および記載する）離散
暗黙的アプローチの例をより具体的に扱う。
【０１７７】
　図１５Ａでは、たとえば、ソリッドステートドライブなどのデータ格納装置からプロセ
ッサに自由空間入力基準をロードすることによって、自由空間入力基準がプロセッサにイ
ンスタンス化される（１５３２）。上記インスタンス化は、本明細書で上述した基準を設
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定する例とみなすことができる。
【０１７８】
　上述したように、図１５Ａの構成は、離散暗黙的アプローチ、すなわち、２つ以上の別
々の部分で検討されるアプローチについて扱う。例示のため、図１５Ａでは、自由空間ス
ワイプ入力はタッチダウン、スワイプ、リフトオフの３つの部分で検討される。同様に、
自由空間入力基準も３つの部分で検討され、プロセッサに自由空間基準をインスタンス化
すること１５３２は、３つの別個の（ただし少なくとも相互に関連する）サブステップと
みなすことができる。例示のため、図１５Ａでは、それら３つのサブステップは、プロセ
ッサに自由空間タッチダウン状態副基準をインスタンス化すること（１５３２Ａ）と、プ
ロセッサに自由空間スワイプ状態副基準をインスタンス化すること（１５３２Ｂ）と、プ
ロセッサに自由空間リフトオフ状態副基準をインスタンス化すること（１５３２Ｃ）とし
て言及される。
【０１７９】
　次いで、ステップ１５３２Ａ、１５３２Ｂ、１５３２Ｃでプロセッサにインスタンス化
される副基準はそれぞれいくつかのサブステップとみなすことができる。
【０１８０】
　サブシステム１５３２Ａを参照すると、プロセッサに自由空間タッチダウン状態副基準
をインスタンス化することは、伸ばした人差し指が自由空間入力を提供するエンドエフェ
クタとしての役割を果たすことを必要とすること１５３２Ａ１と、その他の指の伸長を除
外すること１５３２Ａ２とを含む。
【０１８１】
　自由空間タッチダウン状態副基準は、ある範囲内の下方動作（たとえば、伸ばした人差
し指の場合、下方動作の最小および／または最大距離）も規定する（１５３２Ａ３）。
【０１８２】
　さらに図１５Ａを参照すると、自由空間タッチダウン状態副基準は反発加速を制限し（
１５３２Ａ４）、指関節の動作範囲も制限する（１５３２Ａ５）。
【０１８３】
　まとめて、１５３２Ａ１～１５３２Ａ５は、プロセッサにインスタンス化される１５３
２Ａ自由空間状態副基準（特に、タッチダウン状態）を表すとみなすことができる。上述
したように、自由空間タッチ状態副基準は図１５Ａでは様々な種類（必要条件、範囲、除
外条件など）の複数の独立要素（たとえば、１５３２Ａ１～１５３２Ａ５）を含むように
示されているが、実施形態はこのように自由空間入力を定義することにも、図示される各
種例示の要素１５３２Ａ１～１５３２Ａ５にも限定されない。その他の構成も同等に適切
である場合がある。
【０１８４】
　ここで、図１４の構成と図１５Ａの構成との対照を指摘することが有益であろう。図１
４の構成は左右動作全範囲（１４３２Ｃ）を規定し、下方、左右、上方動作の連続を単独
の連続入力とみなしているが、図１５Ａの構成は３つの動作（下方、左右、上方）をそれ
ぞれ個々の状態として扱っている。よって、１５３２Ａ（同様に後述の１５３２Ｂおよび
１５３２Ｃ）のサブステップはやや異なるが、動作全体と入力は類似する。ユーザが入力
（スワイプ動作）を生成する動作全体が図１４および図１５Ａに示す構成で類似する、あ
るいは同一である場合でも、それらの動作の解釈の仕方が実施形態毎に異なることがある
。図１４および図５Ａをより具体的に参照すると、図１４の構成は連続動作の観点で自由
空間入力基準を検討する一方、図１５Ａの構成は３つの異なる状態の観点で自由空間入力
基準を検討している。
【０１８５】
　引き続き図１５Ａ（さらにステップ１５３２）とサブステップ１５３２Ｂを参照すると
、プロセッサに自由空間タッチダウン状態副基準をインスタンス化することは、伸ばした
人差し指が自由空間入力を提供するエンドエフェクタとしての役割を果たす必要があるこ
と（１５３２Ｂ１）と、その他の指の伸長を除外すること（１５３２Ｂ２）とを含む。
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【０１８６】
　自由空間タッチダウン状態副基準はある範囲内の左右動作を規定し（１５３２Ｂ３）、
反発加速を制限し（１５３２Ｂ４）、指関節の動作範囲も制限する（１５３２Ｂ５）。
【０１８７】
　図１５Ａのステップ１５３２とサブステップ１５３２Ｃをさらに参照すると、プロセッ
サに自由空間タッチダウン状態副基準をインスタンス化することは、伸ばした人差し指が
自由空間入力を提供するエンドエフェクタとしての役割を果たす必要があること（１５３
２Ｃ１）と、その他の指の伸長を除外すること（１５３２Ｃ２）とを含む。自由空間タッ
チダウン状態副基準はある範囲の上方動作を規定し（１５３２Ｃ３）、反発加速を制限し
（１５３２Ｃ４）、指関節の動作範囲も制限する（１５３２Ｃ５）。
【０１８８】
　よって、図１５Ａに示すように、自由空間入力基準をインスタンス化すること（１５３
２）は、３つの別個の状態に関する３つの自由空間状態副基準１５３２Ａ、１５３２Ｂ、
１５３２Ｃをインスタンス化することとみなすことができる。
【０１８９】
　また、図１５Ａに示すように、インスタンス化された副基準１５３２Ａ、１５３２Ｂ、
１５３２Ｃは少なくともいくらかの類似性を備える。たとえば、１５３２Ａ、１５３２Ｂ
、１５３２Ｃはすべて伸ばした人差し指を要求し、反発加速を制限する。このことは、少
なくとも特定の実施形態の場合、たとえば入力の一貫性の点で有効であり得る。しかしな
がら、これは単なる例であり、異なる状態（またはその他の入力基準および／または入力
の個々の部分）は並列するサブステップを含む、あるいはその他の形で相互に類似する必
要はなく、他の構成も同等に適切な場合がある。
【０１９０】
　次に、図１５Ｂを参照すると、自由空間入力がセンサを用いて感知される（１５３４）
。自由空間入力がプロセッサに通知される（１５３６）。プロセッサでは、自由空間入力
が基準を満たすか否かに関して判定される（１５３８）。判定１５３８が肯定であれば、
該方法はステップ１５４０に進み、判定１５３８が否定であれば、ステップ１５４０はス
キップされる。引き続きステップ１５４０では、面限定入力反応が呼び出される。
【０１９１】
　図１４および図１５を参照して図１６に移ると、自由空間入力基準とその特徴および状
態副基準とその特徴が示される。図１４および図１５の例では、伸ばした人差し指、特定
の動作および／または動作範囲、加速の制限などの特徴に言及した。図１６は、どのよう
にして入力を感知できるか、および／またはどのようにして上記特徴が満たされるか否か
を判定できるか（たとえば、図１５Ｂのステップ１５３４および１５３８）についての例
を示す。
【０１９２】
　図１６は、動作方向を表示する動作矢印１６０６と共に手のシーケンス１６０５を示す
。図１６の構成は手が空間を移動する際の手（またはその他のエンドエフェクタ）の位置
と構造、および／またはある期間にわたる構造の変化を示しており、シーケンス１６０５
における個々の手は期間中の瞬間毎の手を表す（簡略化のため、図１６では手の構造、た
とえば、手に対する指の位置は変化しない。実際には変化が発生する場合があり、実施形
態は構造が変化しない構成に限定されない）。
【０１９３】
　図１６に示すようなシーケンス１６０５は、ある期間にわたる一連の画像を捕捉するこ
とによって様々な方法で取得することができ、シーケンス１６０５における各手は個々の
画像内の手の位置および／または構造を表し、各画像は期間中の瞬間を表す。通常、必須
ではないが、このようなシーケンス１６０５はＲＧＢカメラ、深度カメラ、またはその他
のセンサを用いて取得することができ、画像および／または画像から得られるデータはプ
ロセッサに伝達される、および／またはプロセッサで評価される。しかしながら、なお、
図１６の構成は単なる１例である。このような視覚的構成は、特定の実施形態で任意の点
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を表しても表さなくてもよい。画像は図１６に示すように配列されずに個々に検討するこ
とができる。もしくは、画像に加えて、または画像の代わりに、ワイヤーフレーム、スケ
ルトン、関節モデル、または（おそらくは、必須ではないが画像から得られる）その他の
構造を利用することができる。さらに別の選択肢として、グラフィカルではなく、その代
わりに数字やその他の形式で検討することができる。
【０１９４】
　このようなシーケンス１６０５がどのように取得される、および／または検討されるか
に関係なく、図１６に示すようなシーケンス１６０５を評価することで、位置、動作範囲
、速度、加速度、関節位置の変動など、たとえば、図１４のステップ１４３２および図１
５の１５３２に関連して上述した特徴（ただし、これらの特徴に限定されない）を判定で
きると理解することができる。
【０１９５】
　図１６に示す構成では、表示される動作は、（単独の動作矢印１６０６で示すように）
、たとえば連続暗黙的アプローチを用いて単独の入力としてまとめて検討される。しかし
ながら、次に図１７を参照すると、動作矢印１７０６Ａ、１７０６Ｂ、１７０６Ｃで示す
ように、シーケンス１７０６は複数の動作、入力、状態などとみなすことができる。図１
７に示すような構成の場合、動作矢印１７０Ａはシーケンス１７０５の一部または全部に
よって表示されるタッチダウン状態を表し、動作矢印１７０６Ｂはシーケンス１７０５の
一部または全部によって表示されるスワイプ状態を表し、動作矢印１７０６Ｃはシーケン
ス１７０５の一部または全部によって表示されるリフトオフ状態を表すことができる。よ
って、図１７の構成は離散暗黙的アプローチを表すとみなすことができる。
【０１９６】
　なお、シーケンス１７０５は、シーケンス１７０５の一部のみを表すことができる状態
を識別するため、必ずしもそれ自体細分化させる必要はない。すなわち、各状態（タッチ
ダウン、スワイプ、リフトオフ）を識別するときにシーケンス１７０５全体を評価するこ
とができる、あるいは、状態毎に一部のみ（たとえば、タッチダウンの場合、ページの右
側の約３分の１）を評価することができる。
【０１９７】
　図１６および図１７から、同様の構成が受動明示的、能動明示的、および／またはその
他のアプローチに適用可能であると理解される。受動明示的構成は図１６および／または
図１７に示す構成と類似させることができるが（境界は仮想または情報構造としてのみ存
在し得るため可視にできない）、能動明示的構成は（既に図１２Ａ～図１２Ｄに示すよう
に）たとえば小指の伸長またはその他の表示をさらに含むことができる。
【０１９８】
　次に、図１８は、（本明細書で既に図示し説明した）受動明示的アプローチを用いて面
限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方法を示す。
【０１９９】
　図１８では、自由空間入力基準がプロセッサにインスタンス化される（１８３２）。
【０２００】
　プロセッサに自由空間基準をインスタンス化すること（１８３２）は、いくつかのサブ
ステップとみなすことができる。有限の平面状境界が画定される（１８３２Ａ）。境界は
タッチスクリーンまたはその他の限定面の場合の明示的「代用物」としての役割を果たす
ため、ユーザはこのような限定面を使用せずに、および上記入力を能動的に変更せずに（
よって「受動的」）、自由空間で入力を行うことができる。通常、境界は、必須ではない
が、自由空間入力を提供する人物に対して表示することができる、仮想現実構造や拡張現
実構造などの（プロセッサによって）空間に画定される架空の構造とすることができる。
しかしながら、境界は表示される必要はなく、空間に画定される不可視の構造（たとえば
、視覚的に出力されず、プロセッサ内に数学的に空間に定義される領域）が同等に適切な
場合がある。
【０２０１】
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　図１８の目的上、境界は、図１０に示す境界のように矩形の平面である（すなわち、略
２次元である）。上記境界は、たとえば、ユーザがなじみのある物理的タッチスクリーン
と類似するために簡便である。しかしながら、矩形平面状の境界は単なる例であり、他の
構成も同等に適切な場合がある。図１０および図１１Ａ～図１１Ｄを参照して上述したよ
うに、境界は、平面または平坦面、矩形の固体の面および／または立体、球またはその一
部、その他の湾曲面、任意の面または立体を含むがそれらに限定されない様々な形状をと
ることができる。
【０２０２】
　引き続き図１８では、プロセッサに自由空間入力基準をインスタンス化することは、伸
ばした人差し指と境界との間のタッチダウンを必要とすること（１８３２Ｂ）を含む。す
なわち、伸ばした人差し指は、境界と接触する必要がある（あるいは実体のない境界の場
合、境界と一致する、および／または境界を通過する必要がある）。これは、タッチスク
リーンタッチ事象の明示的自由空間の相当物と理解することができる。
【０２０３】
　プロセッサに自由空間入力基準をインスタンス化することは、境界と接触しながら人差
し指の左右動作を行う必要があること（１８３２Ｃ）と、人差し指と境界との接触を終了
させるリフトオフを必要とすること（１８３２Ｄ）とをさらに含む。同様に、これらはそ
れぞれタッチスクリーンスワイプ事象とタッチスクリーンリフトオフ事象の明示的自由空
間の相当物と理解することができる。
【０２０４】
　図１８を参照すると、自由空間入力がセンサを用いて感知される（１８３４）。なお、
センサは動作や位置などを感知することができるが、センサは境界を感知してもしなくて
もよい。たとえば、境界がプロセッサ内の構築物として部分的または完全に存在する場合
、境界をプロセッサによって既に「既知である」位置や範囲などとして感知する必要すら
ない。にもかかわらず、通常、境界に対する手またはその他のエンドエフェクタの位置、
動作、構成を含むがそれらに限定されない何らかの種類の感知情報をセンサによって感知
することができる（１８３４）。
【０２０５】
　自由空間入力がプロセッサに通知される（１８３６）。プロセッサで、自由空間入力が
基準を満たすか否かが判定される（１８３８）。判定１８３８が肯定であれば、該方法は
ステップ１８４０に進み、判定１８３８が否定であれば、ステップ１８４０がスキップさ
れる。引き続きステップ１８４０では、面限定入力反応が呼び出される。
【０２０６】
　次に、図１９は、（本明細書で既に例示し説明した）能動明示的アプローチを用いて面
限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方法を示す。
【０２０７】
　図１９では、自由空間入力基準がプロセッサにインスタンス化される（１９３２）。
【０２０８】
　プロセッサに自由空間基準をインスタンス化すること（１９３２）は、いくつかのサブ
ステップとみなすことができる。表示が定義される（１９３２Ａ）。表示は、自由空間入
力とその他の自由空間入力および／または偶発的なジェスチャなどの非入力とを区別する
役目を果たす。図１９の例示の構成では、表示は、伸ばした小指を含むとして定義される
（１９３２Ａ）。表示自体は必ずしも入力（ジェスチャなど）を提供しなくてもよいが、
入力を可能にするとみなすことができる。すなわち、自由空間入力は　伸ばした人差し指
で提供されるジェスチャとすることができ、人差し指はジェスチャについて監視すること
ができる（たとえば、位置、動作、加速度などを感知する）が、表示が存在しない限り（
あるいは、少なくとも特定の入力として受け入れられない。たとえば、スワイプとして受
け入れられないがタップとして受け入れられる可能性がある）、ジェスチャは入力として
受け入れることができない。よって、入力と表示は区別することができる（ただし、これ
はすべての実施形態で必須とは限らない）。
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【０２０９】
　プロセッサに自由空間基準をインスタンス化すること（１９３２）は、伸ばした人差し
指の左右変位範囲を規定すること（１９３２Ｂ）をさらに含む。たとえば、伸ばした人差
し指は、最大距離を超えて左から右に移動することなく少なくとも最小距離、左から右に
移動する必要がある。また、上述するように、図１９の例の入力（この場合、スワイプジ
ェスチャ）は、伸ばした小指の形の表示によって可能にされる場合でも、人差し指を用い
て提供することができる。
【０２１０】
　プロセッサに自由空間基準をインスタンス化すること（１９３２）は、伸ばした人差し
指の左右変位範囲を規定すること（１９３２Ｂ）も含む。たとえば、伸ばした人差し指は
、最大距離を超えて左から右に移動することなく少なくとも最小距離、左から右に移動す
る必要がある。また、上述するように、図１９の例では、入力（この場合、スワイプジェ
スチャ）は、伸ばした小指の形の表示によって可能にされる場合でも、人差し指を用いて
提供することができる。
【０２１１】
　プロセッサに自由空間基準をインスタンス化すること（１９３２）は、下方、左右、上
方動作の連続を規定すること（１９３２Ｃ）をさらに含む。他の例を参照して上述したよ
うに、これらの動作は変位、速度、方向、ある期間にわたる位置の包絡線または範囲の観
点で規定することができ、その他の構成も同等に適切な場合がある。
【０２１２】
　自由空間入力がセンサを用いて感知される（１９３４）。自由空間入力がプロセッサに
通知される（１９３６）。プロセッサでは、自由空間入力が基準を満たすか否かが判定さ
れる（１９３８）。判定１９３８が肯定である場合、該方法はステップ１９４０に進み、
判定１９３８が否定である場合、ステップ１９４０がスキップされる。引き続きステップ
１９４０では、面限定入力反応が呼び出される。
【０２１３】
　図１４、図１５Ａ、図１５Ｂ、図１８、図１９をまとめて参照すると、４つのアプロー
チが示されているが、実施形態はこれらのアプローチに限定されない。たとえば、離散／
連続の区別は図１４、図１５Ａ、図１５Ｂに示す暗黙的アプローチでのみ詳細に説明して
いるが、離散および／または連続アプローチの概念は、たとえば図１８および図１９に示
すような明示的アプローチにも適用することができる。受動／能動、明示的／暗黙的、お
よび／または連続／離散構成並びにその他の構成の任意の組み合わせが、各種実施形態で
の使用に適する場合がある。
【０２１４】
　これまで、たとえば、タッチスクリーンへの既存のジェスチャを自由空間ジェスチャ入
力としての使用に簡便に適合させるように自由空間入力および／または基準を定義する際
、自由空間ジェスチャを識別することに注目してきた。本明細書で上述したように、自由
空間ジェスチャの識別を通じた上記適合を可能にすることが、各種実施形態の特徴の１つ
である。
【０２１５】
　しかしながら、上述したように、実施形態はその特徴に限定されない。他の特徴の１つ
（ただし必ずしも１つに限定されない）は、自由空間入力がタッチスクリーンまたはその
他の面限定入力用に構成されるシステムで利用可能となるように、ジェスチャおよび／ま
たはその他の自由空間入力を通知することを含むことができる。言い換えると、タッチス
クリーン反応がタッチスクリーン入力用に既に構成されたシステムで呼び出される場合、
どのようにして自由空間ジェスチャで反応を呼び出すことができるかを示す。この特徴は
以下より詳細に説明する。
【０２１６】
　図２０は、面限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方法を示しており、仮想ま
たは「疑似」入力を提供することによって反応を呼び出すアプローチが利用されている。
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【０２１７】
　図２０の例示の構成では、データエンティティがプロセッサにインスタンス化される（
２０３０）。データエンティティは、提供される入力への反応を呼び出すように構成され
る。たとえば、携帯電子デバイスの場合、データエンティティはオペレーティングシステ
ムとすることができる。このようなデバイスの場合、データエンティティは面限定入力シ
ステムから入力を受け取り、それに応答して何らかの反応を実行する。より具体的な例と
しては、スマートフォンまたはヘッドマウントディスプレイはアンドロイドなどのオペレ
ーティングシステムをインスタンス化させることができ、オペレーティングシステムはタ
ッチスクリーン入力を受け入れ、タッチスクリーン入力がデバイスに提供されるときに反
応を実行するように構成される。
【０２１８】
　しかしながら、タッチスクリーンも別の面限定入力システムも必須ではない。タッチス
クリーンからのタッチを認識する機能はデータエンティティに存在させることができるが
、実際のタッチスクリーンは存在していてもいなくてもよい。実際、各種実施形態の有益
な特徴の１つ（ただし必須ではない）は、自由空間入力を提供しつつ面限定入力を認識す
る機能を利用できることである。
【０２１９】
　実施形態は、データエンティティの性質に関して限定されない。通常、必須ではないが
、データエンティティは、コンピュータプログラムなどのプロセッサにインスタンス化さ
れるデータおよび／または実行可能な命令の集合体とすることができる。本明細書のいく
つかの箇所で、オペレーティングシステムがデータエンティティの１例として提示されて
いるが、他の構成も同等に適切な場合がある。
【０２２０】
　また、データエンティティを設定するステップ２０３０は少なくとも特定の実施形態で
は任意であり、方法の一部とみなしてもみなさなくてもよい。完全性のため図２０はデー
タエンティティを設定すること（２０３０）を示すが、通常、適切なデータエンティティ
は、オペレーティングシステムの上述の例のように携帯電子デバイスのプロセッサに既に
インスタンス化させておくことができる。より口語的には、オペレーティングシステム（
またはその他のデータエンティティ）は「先在」しており、設定する必要がない場合があ
る。
【０２２１】
　本明細書で上述したように、各種実施形態の利点は、タッチスクリーンおよび／または
その他の面限定入力を受け入れるように既に構成された既存のインフラ（デバイス、オペ
レーティングシステム、ソフトウェアなど）をジェスチャなどの自由空間入力に適合させ
ることができる点である。既存のインフラの使用を可能にすることによって、新たなデバ
イス、システムなどは旧版と互換可能になり、新たなデバイス、オペレーティングシステ
ム、ソフトウェアなどを作成する必要がなくなる。より具体的な例では、ヘッドマウント
ディスプレイは、スマートフォンプロセッサ、アンドロイドまたは別のモバイルデバイス
オペレーティングシステムを利用し、スマートフォンプロセッサおよび／またはアンドロ
イドまたは別のモバイルデバイスオペレーティングシステムを利用するように書かれたプ
ログラムを実行し、同様に書かれたライブラリを利用しつつ、自由空間ジェスチャを用い
て制御することができる。場合によっては、各種実施形態は、それ自体自由空間ジェスチ
ャ入力に適合されていないハードウェア、ソフトウェアなどに加えて実装することができ
る。
【０２２２】
　図２０をさらに参照すると、自由空間入力基準がプロセッサに設定される（２０３２）
。自由空間入力がセンサを用いて感知される（２０３４）。
【０２２３】
　自由空間入力がプロセッサに通知される（２０３６）。なお、データエンティティはプ
ロセッサに設定される（２０３０）が、自由空間入力は必ずしもデータエンティティに通
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知されない（通常は通知されないが、その他の構成も適切な場合がある）。理解されるよ
うに、様々なデータエンティティ、実行可能な命令、プログラムなどは必ずしも相互に通
信することなく単独のプロセッサに配置することができる。
【０２２４】
　プロセッサでは、自由空間入力が基準を満たすか否かが判定される（２０３８）。判定
２０３８が肯定である場合、該方法はステップ２０４０に進み、判定２０３８が否定であ
る場合、ステップ２０４０がスキップされる。
【０２２５】
　引き続きステップ２０４０では、面限定入力反応が呼び出される。すなわち、通常は面
限定入力の後に続く反応が、自由空間入力基準を満たすことから発生する。より具体的な
例として、タッチスクリーン入力への反応である動作は、自由空間入力に対する反応中に
発生させられる。
【０２２６】
　実施形態はどのようにして面限定入力を呼び出すことができるか（２０４０）に限定さ
れない。本明細書の上述の例は、この問題に詳細に対応しておらず、様々なアプローチが
同等に適切な場合がある。しかしながら、面限定入力反応を呼び出すいくつかのアプロー
チ例を示すことが啓蒙的であるかもしれない。これについて図２１、図２２、図２３によ
り詳細に示す。
【０２２７】
　たとえば、図２０の例に示すように、面限定入力反応は、データエンティティ内でおよ
び／またはデータエンティティに対処することによって呼び出すことができる（２０４０
）。上述したように、データエンティティはたとえばオペレーティングシステムであって
もよい。タッチスクリーンを有する携帯電子デバイスのオペレーティングシステムは、た
とえば、タッチスクリーン入力を認識し、それに対する適切な反応を実行するように構成
される実行可能な命令、データ、および／またはその他の「機構」と共に、様々なタッチ
スクリーン入力に対応する各種反応を含むことができる。
【０２２８】
　上記構成では、図２０に示すように、データエンティティに面限定入力反応を呼び出す
ステップ２０４０が、プロセッサからデータエンティティへの仮想面限定入力リンクを設
定すること（２０４０Ａ）を含むことができる。すなわち、何らかの構成がデータエンテ
ィティと通信し、たとえ通信が仮想面限定入力であっても、データエンティティが通信を
面限定入力として認識することができる。より口語的には、入力システムおよび／または
仮想入力システム自体に対応する仮想または「疑似」接続が、データエンティティとの通
信時に行われる。
【０２２９】
　なお、厳密に言えば、データエンティティは既にプロセッサに存在するため（ステップ
２０３０で設定される）、プロセッサからデータエンティティへのリンク２０４０Ａはプ
ロセッサからプロセッサへのリンクとみなすことができる。リンクは必ずしも物理的接続
を表すとは限らない。むしろ、リンクは通信プロトコル、データフォーマット、データエ
ンティティと共に既に存在するポートまたは通信路の起動などの形をとることができる。
各種実施形態は必ずしも新たな物理的接続の生成を必要としない（ただし、このような生
成は禁止されない）。むしろ、リンクは、上記データエンティティ（またはその他のデー
タエンティティ）内の既存の実行可能な命令を利用して、プロセッサ内の既存の物理的通
信路に沿って設定することができる（２０４０Ａ）。
【０２３０】
　さらに図２０を参照すると、仮想面限定入力が自由空間入力に基づきプロセッサに生成
される（２０４０Ｂ）。すなわち、図２０の例では、実際の面限定入力を模倣する仮想入
力が生成される。より具体的な例では、実際のタッチスクリーンから生成および／または
提供することができる入力に少なくとも幾分類似する仮想右方スワイプジェスチャがプロ
セッサで生成される。
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【０２３１】
　仮想面限定入力が自由空間入力から生成され（２０４０Ｂ）、少なくとも生成される仮
想面限定入力は自由空間入力基準によって定義される自由空間入力で呼び出すことができ
る反応に対応する。すなわち、自由空間入力基準が（どんな詳細にもかかわらず）右方ス
ワイプを定義する場合、仮想面限定入力がデータエンティティによって右方スワイプとし
て受け入れられるように生成され、データエンティティは面限定入力システムを介して右
方スワイプ入力に対応する反応を実行する。
【０２３２】
　通常、必須ではないが、仮想面限定入力は、実際の面限定入力と少なくとも幾分類似す
る形式および／または内容を有することができる。たとえば、実際的なタッチスクリーン
は、一定の期間にわたり１以上の指がタッチスクリーンと接触する点を表す一連のｘおよ
びｙ座標を有するタッチスクリーンデータを生成することができる。実際的なタッチスク
リーンは、加えられる圧力などのその他のデータも生成することができる。よって、実際
のタッチスクリーンから生成される一定の期間にわたるｘおよびｙ座標と圧力の構成は、
右方スワイプまたはその他のジェスチャ入力を表すことができる。同様に、仮想タッチス
クリーン入力も、タッチダウンおよびスワイプに関する実際的なタッチスクリーンデータ
と似通った一定の期間にわたるｘおよびｙ座標を含むように生成することができる（しか
し、仮想タッチスクリーン入力の場合、タッチダウンおよびスワイプは実際には発生しな
い）。
【０２３３】
　言い換えると、一定期間にわたる仮想ｘおよびｙ座標と圧力値は、タッチダウンおよび
スワイプ中に実際のタッチスクリーンによって生成される一定期間にわたる仮想ｘおよび
ｙ座標と圧力値と少なくともほぼ一致させることができる。正確な一致は必要ではなく、
一致度も必ずしも高くなくてもよい。仮想タッチスクリーン入力が受け入れられる限り、
対応は十分である。受け入れられる仮想タッチスクリーン入力に関して低い一致度で足る
場合（すなわち、仮想データの形式が粗い、内容を欠く、あるいは「実際の物」とさほど
似ていない場合）、低い一致度でも十分な場合がある。
【０２３４】
　しかしながら、特定の実施形態では、仮想面限定入力は、自由空間入力とのある程度の
正確さおよび／または可変性を備えて生成することができる（２０４０Ｂ）。たとえば、
広範または高速の自由空間スワイプは、広範または高速の仮想面限定スワイプを生成する
ことができる（２０４０Ｂ）。上記構成の場合、各仮想面限定入力は一意である、および
／または仮想面限定入力を生成する（２０４０Ｂ）自由空間入力の細部と一致させること
ができる。
【０２３５】
　しかしながら、他の実施形態では、仮想面限定入力は、予め決定される、および／また
は固定されるように生成することができる（２０４０Ｂ）。すなわち、基準を満たす自由
空間スワイプジェスチャ（ステップ２０３８）はいずれも、自由空間スワイプジェスチャ
の詳細に関係なく、結果的に単独の基準仮想面限定スワイプジェスチャを生成する。この
ような場合、高速の自由空間スワイプは、低速の自由空間スワイプと同じ面限定スワイプ
を生成することになる。口語的には、仮想面限定入力はすべてのスワイプ入力に対して「
予め用意される」、すなわち同一であるとみなすことができる。
【０２３６】
　ハイブリッドアプローチを含むがそれに限定されない他のオプションも同等に適切な場
合がある。たとえば、仮想面限定入力は、制約は課せられるが、様々な方法で自由空間入
力から生成することができる（２０４０Ｂ）。たとえば、動作は圧縮したり、端を切り捨
てたりすることができるため、スワイプジェスチャがたとえばスマートフォンタッチスク
リーンなどで物理的に可能とされるよりも広い場合、「エラー」反応を回避するために仮
想スワイプ入力の大きさを低減させることができる。
【０２３７】
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　さらに、少なくとも特定の実施形態では、自由空間入力から仮想面限定入力を生成する
こと（２０４０Ｂ）は、特定のその他のステップを不要にするほど十分な場合がある。た
とえば、生成された仮想面限定入力が十分にリアルである、および／またはデータエンテ
ィティに対して「説得力がある」場合、上述の判定２０３８を省略することができる。す
なわち、仮想タッチスクリーンジェスチャが十分正確に生成される場合（２０４０Ｂ）、
データエンティティ自体が、入力が行われたか否かの問題に十分に対処することができ、
仮想タッチスクリーン入力は（たとえば、実際のタッチスクリーン入力を評価する既存の
手段を用いて）必ずしも実際の自由空間入力を評価する必要なくデータエンティティによ
って評価することができる。
【０２３８】
　同様に、判定２０３８が省略できる場合、プロセッサに自由空間スワイプ基準をインス
タンス化すること（２０３２）も省略することができる。基準に照らして判定が行われな
い場合、基準自体を不要とすることができる。
【０２３９】
　引き続き図２０を参照すると、仮想面限定入力が、仮想面限定入力リンクによってデー
タエンティティに通知される（２０４０Ｃ）。
【０２４０】
　よって、面限定入力への反応が呼び出される（２０４０）。少なくともいくつかの実施
形態の場合、反応を実行する少なくともいくつかの部分はデータエンティティで行われる
と考えることができる。たとえば、データエンティティが携帯電子デバイスのオペレーテ
ィングシステムである場合、そのオペレーティングシステムは（上述したように）右方ス
ワイプ、タップ、ピンチなどの反応を実行する「機構」を適所に既に備えている。なお、
各種実施形態はこうして実行されるデータエンティティの機能を呼び出すようにデータエ
ンティティと通信することができるが、データエンティティ（オペレーティングシステム
、プログラム、その他のデータエンティティなど）は必ずしも各種実施形態の一部を成す
とは限らない（ただし、データエンティティが実施形態の一部を成す構成も除外されない
）。
【０２４１】
　なお、反応を呼び出す際、システム、ハードウェアなどを制御する各種実施形態を提供
することもできる。いくつかの実施形態では、たとえば、自由空間ジェスチャを感知する
、および／または自由空間ジェスチャに反応する既存の機能を備えていないオペレーティ
ングシステムおよびプログラムを実行するタッチスクリーン付きスマートフォンを、自由
空間ジェスチャによって制御することができる。
【０２４２】
　次に、図２１は、面限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方法を示す。ここで
も仮想または「疑似」入力を提供することによって反応を呼び出すアプローチが利用され
る。図２１の構成は、図２０を参照して先に例示し説明した構成と少なくとも幾分類似す
る。しかしながら、明瞭化のため、図２１の構成は、携帯電子デバイス、特にモバイルオ
ペレーティングシステム（ＯＳ）を走らせるヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）、た
とえば、アンドロイド、ｉＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓフォンなどに言及して、より具体的な例
を示す
【０２４３】
　図２１の例示の構成では、モバイルオペレーティングシステムがヘッドマウントディス
プレイのプロセッサにインスタンス化される（２１３０）。モバイルオペレーティングシ
ステムは、提供されたタッチスクリーン入力に対する反応を呼び出すように構成される。
実際のタッチスクリーンシステムはヘッドマウントディスプレイに存在してもしなくても
よい。モバイルオペレーティングシステムがタッチスクリーン入力を受け入れる、および
／または認識する限り、タッチスクリーンが容認されるが必須ではない。
【０２４４】
　図２０を参照して上述したように、ヘッドマウントディスプレイのプロセッサにモバイ
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ルオペレーティングシステムをインスタンス化するステップ２１３０は、少なくとも特定
の実施形態では任意であり、方法の一部とみなしてもみなさなくてもよい。
【０２４５】
　引き続き図２１を参照すると、インタープリタがヘッドマウントディスプレイのプロセ
ッサにインスタンス化される（２１３２）。インタープリタは、自由空間スワイプ基準、
すなわち、自由空間スワイプジェスチャが行われたか否かを判定する基準を含む。
【０２４６】
　インタープリタは、特定のステップを実行する実現可能だが必須ではないアプローチを
示す。特定のケースでは、１以上の自由空間入力の基準や、入力が上記基準を満たすか否
かを判定し、オペレーティングシステムと通信する実行可能な命令などを略一体化された
アセンブリに組み込むことが都合の良い場合がある。より口語的には、自由空間ジェスチ
ャを通じてデバイスを制御できるように、各種実施形態の一部または全部の機能を、ヘッ
ドマウントディスプレイまたはその他の携帯電子デバイスのプロセッサに簡便にロードす
ることができるプログラムに組み込むことができる。上記プログラムは、新たな「入力言
語」（自由空間ジェスチャ）を解釈し、完全にまたは部分的に既に存在する入力言語の作
用を実現する（タッチスクリーン入力機能付きのモバイルオペレーティングシステム）も
のとみなすことができる。したがって、上記プログラムは本明細書ではインタープリタと
称する。
【０２４７】
　例示のため、図２１に示す方法は上記インタープリタを含む（特定の以下の図面も同様
に、インタープリタのコンセプトに言及することができる）。しかしながら、インタープ
リタの使用もインタープリタに関して図示される構成も単なる例であり、他の構成も同等
に適切な場合がある。
【０２４８】
　さらに図２１を参照すると、自由空間スワイプがヘッドマウントディスプレイのセンサ
を用いて感知される（２１３４）。通常、必須ではないが、センサはカメラ、深度カメラ
、または類似のカメラとすることができるが、他の構成も同等に適切な場合がある。
【０２４９】
　自由空間スワイプ入力がセンサからインタープリタに通知される（２１３６）。インタ
ープリタでは、自由空間スワイプが基準を満たすか否かが判定される（２１３８）。判定
２１３８が肯定である場合、該方法はステップ２１４０に進み、判定２１３８が否定であ
る場合、ステップ２１４０がスキップされる。
【０２５０】
　引き続きステップ２１４０では、タッチスクリーンスワイプ反応がモバイルオペレーテ
ィングシステムに呼び出される。図２１に示す構成では、仮想タッチスクリーンリンクが
インタープリタからモバイルオペレーティングシステムに接続される（２１４０Ａ）。通
常、必須ではないが、モバイルオペレーティングシステムは、特定し物理的タッチスクリ
ーンと通信するプロトコルを含むことができる。インタープリタからモバイルオペレーテ
ィングシステムまで仮想タッチスクリーンリンクを接続する際、このモバイルオペレーテ
ィングシステムのプロトコルは、モバイルオペレーティングシステムがインタープリタ（
またはその一部）を物理的タッチスクリーンとして認識し、インタープリタから送信され
る少なくとも何らかの情報を物理的タッチスクリーンからのタッチスクリーン入力として
認識するように対処させることができる。より口語的には、インタープリタは「私はタッ
チスクリーンです」とモバイルオペレーティングシステムに伝え、タッチスクリーンデー
タをモバイルオペレーティングシステムに送信するように手配する。しかしながら、イン
タープリタは通常、実際のタッチスクリーンではなく、その仮想バージョン（および対応
する仮想データ）を表す。
【０２５１】
　言い換えると、ある意味では、インタープリタは、疑似（すなわち、仮想）タッチスク
リーンを、疑似（すなわち、仮想）タッチスクリーン入力を感知するモバイルオペレーテ
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ィングシステムに接続することによってモバイルオペレーティングシステムを「欺いてい
る」と考えることができる。
【０２５２】
　さらに図２１を参照すると、仮想面タッチスクリーンスワイプは、自由空間スワイプに
基づき、インタープリタで生成される（２１４０Ｂ）。すなわち、実際のタッチスクリー
ンからの実際のスワイプを模倣する仮想入力が生成される（２１４０Ｂ）。図２０を参照
して上述したように、仮想タッチスクリーンスワイプは、各自由空間スワイプにとって一
意となるように生成し（２１４０Ｂ）、すべての自由空間スワイプやそのハイブリッドな
どに対して基準化することができる。
【０２５３】
　仮想タッチスクリーンスワイプが、仮想タッチスクリーンリンクによってモバイルオペ
レーティングシステムに通知される（２１４０Ｃ）。図２１では、該方法は２１４０Ｃ後
に終了するが（この時点でタッチスクリーンスワイプ反応は既にモバイルＯＳ内で呼び出
されている（２１４０））、関連反応を実行する際にモバイルオペレーティングシステム
やヘッドマウントディスプレイなどによって実行される行為は、不定期間継続する場合が
ある。たとえば、図２１に示すように、該方法はいったんタッチスクリーンスワイプ反応
が呼び出されれば（２１４０）完了するが、たとえば、表示内容を左から右に移動させる
、メニューを呼び出す、またはその他の機能（ヘッドマウントディスプレイおよび／また
はその他のハードウェアおよび／または通信するシステムへの物理的応を含むことができ
るが必須ではない）などを通じた、何らかの形でのヘッドマウントディスプレイの制御な
どの呼出し作用は実行させることができる、および／または図２１に示すステップが名目
上完了した後も継続させることができる。
【０２５４】
　特にステップ２１４０Ｂを参照すると、なお、特定のオペレーティングシステム、プロ
グラム、および／または他のデータエンティティでは、「糖衣構文」と称されるアプロー
チを利用することができる。糖衣構文は、特定の入力および／またはその他のデータを基
準に沿って定義することができる、および／または上記特徴が入力の認識、入力の通知、
入力への反応などの特徴を基準化することができる構成を表す。より具体的な例として、
タッチスクリーン入力を受け取るように構成されるモバイルオペレーティングシステムで
は、右方スワイプとして受け入れられる入力の必要条件、右方スワイプである、あるいは
右方スワイプと疑われる入力の処理、右方スワイプ入力を受け取るときに実行されるコマ
ンドまたはその他の反応は、データおよび／または実行可能な命令の集合体として組み込
むことができる。より口語的には、コードの「構成単位」（上述の糖衣構文とも称される
）が右方スワイプにも存在し、右方スワイプに反応するためのプログラムを作成する際、
コードの構成単位を単に追加することができる。糖衣構文の使用は、作業節減アプローチ
であるとみなすことができる。スワイプを定義し、個々のプログラムに関してスワイプを
検出および特定するコードを書く必要性を無くすことができる。プログラムをコーディン
グする基準も簡易化することができる。
【０２５５】
　このようなやり方での糖衣構文の使用は、少なくともいくつかの実施形態では、実行を
簡易化することができる。
【０２５６】
　たとえば、アンドロイド、ｉＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓフォンなどの電子デバイス用のモバ
イルオペレーティングシステムについて考える。上記オペレーティングシステムは部分的
には、携帯電子デバイス内のプロセッサ状で動作する各種プログラムやライブラリなどの
使用を軽減しサポートするように機能することができる。オペレーティングシステムが対
処することのできるプログラムおよびその他のソフトウェアの範囲はおそらく非常に広く
、同様に、所与のオペレーティングシステムを様々な異なる電子デバイスで使用すること
ができる。簡略化のため、（中でも特に）タッチスクリーンジェスチャ入力などの少なく
とも特定の機能を基準化して、ジェスチャ入力に各種プログラムおよび／またはデバイス



(38) JP 2018-518784 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

全体にわたって一貫性持たせることが有益であろう。より口語的には、すべてではないが
少なくとも一部のプログラムやデバイスなどに関して「右方スワイプが右方スワイプであ
る」ことが有益である。
【０２５７】
　糖衣構文は、上記基準化を遂行するのに役立てることができる。たとえば、タッチスク
リーン右方スワイプブロックがオペレーティングシステムに含まれ、および／または利用
可能とされる場合、タッチスクリーン入力として右方スワイプを使用することで、最初か
ら入力基準のコーディング、意志決定、コマンド呼出しなどではなく単にブロックを利用
することができる。
【０２５８】
　糖衣構文および／またはその他の基準化アプローチが存在する場合、少なくとも特定の
実施形態で利用することができる。引き続き上記の例を考えると、一貫したタッチスクリ
ーン右方スワイプがオペレーティングシステムを動作させる一部または全部の電子デバイ
ス、および／または電子デバイス上で動作する一部または全部のプログラムで実行される
場合、一貫した実行に基づき仮想タッチスクリーンスワイプを生成する（２１４０Ｂ）実
行可能な命令（および／またはその他のアプローチ）を構成することが有益であろう。広
範囲のデバイスおよび／またはソフトウェアが同じようにタッチスクリーン入力を扱う場
合、同一または類似のコード（すなわち、糖衣構文）を使用する程度でさえ、タッチスク
リーン入力を呼び出すプロセスを簡略化することができる。
【０２５９】
　よって、糖衣構文は、実際的および／または効率的に実行を簡易化する機会を表すこと
ができる。仮想タッチスクリーンスワイプを生成する（２１４０Ｂ）ように構成される１
セットの実行可能な命令は、タッチスクリーン右方スワイプの場合の糖衣構文に対応する
ように書くことができ、それによって提供される仮想タッチスクリーンスワイプは、様々
なオペレーティングシステム、プログラム、電子デバイスなどによって確実に実際のタッ
チスクリーンスワイプとして受け入れられると予測できるため、対応する反応も確実に実
行することができる。
【０２６０】
　なお、糖衣構文は必ずしも各種実施形態の一部を成すと限らず、糖衣構文も、オペレー
ティングシステムおよび／または電子デバイスの入力および／またはその他の機能を基準
化するその他のアプローチも必ずしも、各種実施形態によって実行されない、各種実施形
態によって動機付けされない、あるいは各種実施形態に必須ではない。むしろ、上記基準
化は、少なくとも特定のオペレーティングシステム、プログラム、電子デバイスなどにお
いて既に存在している場合があり、各種実施形態は特定の機能を実行するためにその基準
化を利用することができる。
【０２６１】
　しかしながら、たとえ糖衣構文がオペレーティングシステム、電子デバイス、ソフトウ
ェアなどで使用されなくても、実施形態はオペレーティングシステム、電子デバイス、ソ
フトウェアなどと共に利用することができる。糖衣構文および／またはその他の基準化が
存在しない場合、より精密な実行可能な命令のセット（またはその他のアプローチ）を利
用して、たとえば、様々なプログラムや電子デバイスなどの基準を満たすのに十分リアル
な仮想タッチスクリーンスワイプを提供するように、実際のタッチスクリーンスワイプと
して受け入れられる仮想タッチスクリーンスワイプを生成すること（２１４０Ｂ）ができ
る。
【０２６２】
　特定の実施形態において糖衣構文を検討することは、ある意味では、タッチスクリーン
デバイス内での実際のタッチスクリーンとプロセッサとの間の基準通信プロトコルを検討
することと類似する。上記基準通信プロトコルは、たとえば、各種タッチスクリーンと各
種デバイスとの間の互換性を促進するために存在する場合がある。上記タッチスクリーン
通信基準は、各種実施形態で作成されていなくても、あるいは含まれていなくてもよく、
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各種実施形態の一部を成していなくてもよく、すべての実施形態に存在する必要はない。
しかしながら、各種実施形態はたとえば、仮想タッチスクリーンリンクを接続する（２１
４０Ａ）、および／または仮想タッチスクリーンスワイプを通知する（２１４０Ｃ）際に
上記通信基準を利用することができる。
【０２６３】
　同様に、糖衣構文も、各種実施形態で作成されていなくても、あるいは含まれていなく
てもよく、各種実施形態の一部を成していなくてもよく、すべての実施形態に存在する必
要はない。しかしながら、各種実施形態は、仮想タッチスクリーンスワイプ（および同様
にその他の仮想入力）を生成する（２１４０Ｂ）際、糖衣構文を利用することができる。
糖衣構文の使用可能性を本明細書では特定の機能を実際にはどのように実行するかに関す
る特定の例として言及したが、実施形態はこれに限定されない。
【０２６４】
　図２１とステップ２１４０を参照すると、例示の構成は、実質上、モバイルオペレーテ
ィングシステムに提供される疑似タッチスクリーン入力によってタッチスクリーンスワイ
プ反応を呼び出す（２１４０）。このような構成は、少なくとも特定の実施形態の場合、
たとえば、タッチスクリーンデバイスで利用されるように構成されるモバイルオペレーテ
ィングシステムは既にタッチスクリーン入力を受け入れることができるために有益である
。すなわち、タッチスクリーン入力を構成するプロトコルがモバイルオペレーティングシ
ステムに存在することができ、同様に、タッチスクリーン入力を通知する経路も存在する
ことができ、モバイルオペレーティングシステムは上記タッチスクリーン入力を「予測」
することができる（その結果、アンチウィルスソフトウェアやエラートラッピングルーチ
ンなどは、仮想タッチスクリーン入力を偽装データや攻撃などとみなす可能性が低い）。
口語的には、タッチスクリーンデバイスはタッチスクリーン入力を受け取るように設定す
ることができるため、疑似（仮想）タッチスクリーン入力の送信を簡易化することができ
る。
【０２６５】
　しかしながら、実施形態は仮想タッチスクリーン入力を用いて反応を呼び出すことのみ
に限定されず、他の構成も同等に適切な場合がある。
【０２６６】
　図２２は、面限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方法を示す。しかしながら
、図２１の構成は仮想タッチスクリーン入力を用いて反応を呼び出し、図２２の例は仮想
タッチスクリーン事象を用いて反応を呼び出す。
【０２６７】
　図２２の例示の構成では、モバイルオペレーティングシステムがヘッドマウントディス
プレイのプロセッサにインスタンス化される（２２３０）。モバイルオペレーティングシ
ステムは、提供されるタッチスクリーン入力に対する反応を呼び出すように構成される。
【０２６８】
　インタープリタがヘッドマウントディスプレイのプロセッサにインスタンス化される（
２２３２）。インタープリタは自由空間スワイプ基準、すなわち、自由空間スワイプジェ
スチャが提供されたか否かを判定する基準を含む。
【０２６９】
　自由空間スワイプがヘッドマウントディスプレイのセンサを用いて感知される（２２３
４）。自由空間スワイプ入力がセンサからインタープリタに通知される（２２３６）。イ
ンタープリタでは、自由空間スワイプが基準を満たすか否かが判定される（２２３８）。
判定２２３８が肯定である場合、該方法はステップ２２４０に続き、判定２２３８が否定
である場合、ステップ２２４０がスキップされる。
【０２７０】
　引き続きステップ２２４０では、タッチスクリーンスワイプ反応がモバイルオペレーテ
ィングシステムに呼び出される。
【０２７１】
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　２２４０で使用される「事象」という文言に関しては、通常、必須ではないが、モバイ
ルオペレーティングシステムは、タッチスクリーン入力に関連付けられる事象などの事象
を追跡する内部構成を含むことができる。タッチスクリーン入力がモバイルオペレーティ
ングシステムで受け取られ、（たとえば）スワイプを表すと判定される場合、タッチスク
リーン入力自体（タッチがどこでいつ発生したかに関する詳細情報、スワイプ中の接触経
路、動作速度など）はオペレーティングシステム内で転送することができない。むしろ、
事象がオペレーティングシステム内で発生し、その後、転送することができる。たとえば
、タッチスクリーンスワイプ入力がオペレーティングシステムにおいてタッチスクリーン
から受け取られる場合、フラグを設定することができ、スワイプ入力が受け取られたとい
う表示として、「スワイプ＝真」といった何らかの形式の論理状態を設定することができ
る。
【０２７２】
　図２２に示す構成では、仮想事象リンクがインタープリタからモバイルオペレーティン
グシステムに接続される（２２４０Ａ）。これは、たとえば、事象が記録される（もしあ
れば）オペレーティングシステムの一部や、事象が発生したと判定されるか否かを制御す
るオペレーティングシステム内の実行可能な命令などを特定することを表すことができる
。
【０２７３】
　さらに図２２を参照すると、仮想タッチスクリーンスワイプ事象は、実際の仮想タッチ
スクリーンスワイプがオペレーティングシステムによって提供され、受け入れられた場合
、インタープリタにおいて、オペレーティングシステム内で発生し得る事象に対応して生
成される（２２４０Ｂ）。すなわち、モバイルオペレーティングシステム内で発生する実
際の事象を模倣する仮想事象が、インタープリタにおいて生成される（２２４０Ｂ）。
【０２７４】
　仮想タッチスクリーンスワイプ事象が仮想事象リンクによってモバイルオペレーティン
グシステムに通知される（２２４０Ｃ）。この時点で、モバイルオペレーティングシステ
ムに関する限り、タッチスクリーンスワイプは既に行われており、対応する反応をモバイ
ルオペレーティングシステムによって実行することができる。
【０２７５】
　ある意味では、図２２に示すアプローチは、タッチスクリーンシステムを迂回する「回
避策」と考えることができる。タッチスクリーン入力データは現実か仮想かにかかわらず
、オペレーティングシステムに送信されてもされなくてもよい。タッチスクリーンデータ
の受信および／または検討は現実か仮想かにかかわらず無関係である。むしろ、タッチス
クリーンスワイプが発生したか否かを「把握している」あるいは「判定する」オペレーテ
ィングシステムの部分は、タッチスクリーンスワイプが実際に発生したと受け入れさせる
。タッチスクリーン入力が、試合のスコアを記載する人の記録であると考えられる場合、
事象は受け取る得点と類似する。図２１の構成が記録されたプレーの疑似類似物を生成す
る場合、図２２の構成はスコアを直接変更する。
【０２７６】
　図２２に示すような構成が、少なくとも特定の実施形態に有効である場合がある。たと
えば、タッチスクリーン入力は比較的複雑であり、複数のおそらくは高度な基準によって
評価することができる。よって、モバイルオペレーティングシステムを「欺く」のに十分
な仮想タッチスクリーン入力を生成することは困難であるかもしれない。システムがたと
えば上述したように糖衣構文で基準化されない場合、仮想タッチスクリーン入力が満たさ
なければならない特定の基準はデバイス、オペレーティングシステム、および／またはプ
ログラム毎に変化する場合があり、ここでも適切な仮想タッチスクリーン入力を生成する
ためのより高度な偽装が必要となる。
【０２７７】
　対照的に、通常、入力は、たとえば、「発生した」あるいは「発生しなかった」などの
比較的シンプルデータであり、可能性としては１ビットのデータのことすらある。仮想事
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象を生成すること（２２４０Ｂ）は少なくとも特定の実施形態の場合、比較的簡易であり
得る。一方、仮想事象リンクを接続すること（２２４０Ａ）、および／または仮想タッチ
スクリーンスワイプ事象を通知すること（２２４０Ｃ）は難題となり得る。たとえば、タ
ッチスクリーンとインタフェースをとるように設計されるモバイルオペレーティングシス
テムはタッチスクリーン入力を容易に受け入れるように構成され、提供される入力用の明
確な経路を設けることができるが、このようなモバイルオペレーティングシステムは、事
象が通常はモバイルオペレーティングシステム内で生成される場合には、外部源からの事
象を容易に受け入れるように構成されているとは限らない。
【０２７８】
　各種実施形態を実行するのに適したアプローチは、所与の実施形態の詳細に応じて変動
し得ると理解すべきである。図２１に示すような構成が適切な場合もあれば、図２２に示
すような構成が適切な場合もあり、その他の構成が適切な場合もある。
【０２７９】
　次に、図２３は、面限定制御に自由空間入力を適用する別の例示の方法を示す。図２３
の例は、コマンドをモバイルオペレーティングシステムに送ることによって反応を呼び出
す。
【０２８０】
　図２３の例示の構成では、モバイルオペレーティングシステムがヘッドマウントディス
プレイのプロセッサでインスタンス化される（２３３０）。モバイルオペレーティングシ
ステムは、該システムに提供されるタッチスクリーン入力への反応を呼び出すように構成
される。インタープリタがヘッドマウントディスプレイのプロセッサにインスタンス化さ
れる（２３３２）。インタープリタは自由空間スワイプ基準を含む。自由空間スワイプは
、ヘッドマウントディスプレイのセンサを用いて感知される（２３３４）。自由空間スワ
イプ入力が、センサからインタープリタに通知される（２３３６）。インタープリタでは
、自由空間スワイプが基準を満たすか否かが判定される（２３３８）。判定２３３８が肯
定である場合、該方法はステップ２３４０に進み、判定２３３８が否定である場合、ステ
ップ２３４０がスキップされる。
【０２８１】
　引き続きステップ２３４０では、タッチスクリーンスワイプ反応がモバイルオペレーテ
ィングシステムに呼び出される。
【０２８２】
　図２３に示す構成では、仮想コマンドリンクがインタープリタからモバイルオペレーテ
ィングシステムに接続される（２３４０Ａ）。これは、たとえば、タッチスクリーン入力
に反応してコマンドを生成するオペレーティングシステムの部分や、コマンドを目的地に
通信するオペレーティングシステムの部分などを特定することを表すことができる。図２
１の構成では仮想タッチスクリーン入力を提供し、図２２の構成では仮想事象を挿入し、
図２３の構成では仮想コマンドをオペレーティングシステムに送信する。
【０２８３】
　実際の仮想タッチスクリーンスワイプがオペレーティングシステムに提供され受け入れ
られた場合に生成することができるコマンドに対応する仮想オペレーティングシステムコ
マンドが、インタープリタに生成される（２３４０Ｂ）。すなわち、モバイルオペレーテ
ィングシステムへの実際のコマンドを模倣する仮想コマンドが、インタープリタに生成さ
れる（２３４０Ｂ）。通常、必須ではないが、仮想コマンドは、オペレーティングシステ
ムが呼び出される反応を実行するコマンド、および／またはオペレーティングシステムが
呼び出される反応を実行するように他のエンティティ（アプリケーション、ビデオドライ
バなど）に命令するコマンドであってもよい。
【０２８４】
　仮想オペレーティングシステムコマンドが、仮想事象リンクによってモバイルオペレー
ティングシステムに通知される（２３４０Ｃ）。この時点で、仮想コマンドが与えられる
と、対応する反応をモバイルオペレーティングシステムによって実行することができる。
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【０２８５】
　図２２に示すアプローチがタッチスクリーンシステムを迂回する「回避策」であるとみ
なすことができないとき、図２３に示すアプローチを入力の大半または全部およびタッチ
スクリーン入力に対するオペレーティングシステムの評価機能を迂回する「回避策」とみ
なすことができる。タッチスクリーン入力データやそれに関連する事象などは、実際か仮
想かにかかわらず送信してもしなくてもよい。むしろ、図２３の構成では、適切なコマン
ドを、上記コマンドを生成する際にオペレーティングシステムによって使用される通常プ
ロセスに従わずに直接オペレーティングシステムに送信することができる。タッチスクリ
ーン入力が試合のスコアの記録に相当し、事象が得られた得点に相当すると考えられる場
合、コマンドは勝利（または敗北）の宣言に相当する。図２３の構成は、オペレーティン
グシステムに送信される疑似コマンドによって何らかの機能を実行するようにオペレーテ
ィングシステムに直接命令する。
【０２８６】
　図２３に示すような構成は少なくとも特定の実施形態にとって有効であり得る。たとえ
ば、コマンドの送信は、仮想データが生成されず、仮想事象が記録されないという点で、
非常に直接的なアプローチとみなすことができる。実際上、オペレーティングシステム自
体の機能は、少なくともある程度、このような命令が出されるべきだと判定する動作を生
じさせるのではなく、単に命令を出すことによって果たすことができる。しかしながら、
図２２を参照して上述したように、モバイルオペレーティングシステムは必ずしも、外部
源からの内部コマンドを容易に受け入れるように構成されていない。事実、上記の機能は
オペレーティングシステムの破壊とみなされ、オペレーティングシステムを防御する手段
（アンチウィルスソフトウェアなど）を通じて回避される場合がある。
【０２８７】
　図２１～図２３は各種実施形態を実施するために使用可能なアプローチの３つの例を示
すが、実施形態はそれに限定されず、他のアプローチが同等に適切な場合がある。たとえ
ば、特定の実施形態の場合、コマンドはインタープリタで生成し、モバイルオペレーティ
ングシステムを完全に省いてヘッドマウントディスプレイまたはその他のデバイス内のア
プリケーションやドライバなどに通信することができる。また、複数のアプローチが組み
合わされるハイブリッド構成が適切な場合もある。図示される例示のアプローチは必ずし
も排他的ではない。
【０２８８】
　さらに、図２１～図２３に示す例は明瞭化のため、単独のケース、すなわち、インター
プリタとプロセッサにインスタンス化されるモバイルオペレーティングシステムとを備え
るヘッドマウントディスプレイに言及しているが、実施形態はこのような構成に限定され
ない。その他のデバイス、システム、アプローチなども同等に適切な場合がある。
【０２８９】
　上述したように、少なくとも２つの明白な特徴、すなわち、面限定入力の相当物として
自由空間入力を適合させることと、面限定入力を受け入れるように構成されるシステムに
おいて自由空間入力への反応を呼び出すこととに関する例を本明細書では提示した。簡略
化のため、これらの２つの特徴は別々に説明したが、各種実施形態内でこれらの特徴の組
み合わせが適切な場合もある。１例を図２４Ａおよび図２４Ｂに示す。しかしながら、こ
れら２つの特徴を本明細書で詳細に説明したが、実施形態は例示の特徴に限定されないこ
とを強調しておく。
【０２９０】
　図２４Ａを参照すると、モバイルオペレーティングシステムがヘッドマウントディスプ
レイのプロセッサにインスタンス化される（２４３０）。モバイルオペレーティングシス
テムは、提供されるタッチスクリーン入力に対する反応を呼び出すように構成される。イ
ンタープリタがヘッドマウントディスプレイのプロセッサにインスタンス化される（２４
３２）。インタープリタは自由空間スワイプ基準を含む。
【０２９１】



(43) JP 2018-518784 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

　インタープリタをインスタンス化する（２４３２）、具体的には自由空間入力基準をイ
ンスタンス化することに関して、図２４Ａの例では、離散暗黙的アプローチ（図１５Ａを
参照して例示し説明したアプローチに少なくとも幾分類似する）が提示される。タッチダ
ウン、スワイプ、リフトオフ状態に関する３つの副基準がそれぞれステップ２４３２Ａ、
２４３２Ｂ、２４３２Ｃでプロセッサにインスタンス化される。
【０２９２】
　サブシステム２４３２Ａを参照すると、プロセッサに自由空間タッチダウン状態副基準
をインスタンス化することは、自由空間入力を提供するために伸ばした人差し指がエンド
エフェクタとしての役目を果たすことを必要条件とすること（２４３２Ａ１）と、他の指
の伸長を除外すること（２４３２Ａ２）とを含む。自由空間タッチダウン状態副基準はあ
る範囲内の下方動作を規定し（２４３２Ａ３）、反発加速を制限し（２４３２Ａ４）、指
関節の動作範囲も制限する（２４３２Ａ５）。
【０２９３】
　引き続き図２４Ａ（およびステップ２４３２）とサブシステム２４３２Ｂを参照すると
、プロセッサに自由空間タッチダウン状態副基準をインスタンス化することは、自由空間
入力を提供するために伸ばした人差し指がエンドエフェクタとしての役目を果たすことを
必要条件とすること（２４３２Ｂ１）と、他の指の伸長を除外すること（２４３２Ｂ２）
とを含む。自由空間タッチ状態副基準はある範囲内の左右動作を規定し（２４３２Ｂ３）
、反発加速を制限し（２４３２Ｂ４）、指関節の動作範囲も制限する（２４３２Ｂ５）。
【０２９４】
　サブシステム２４３２Ｃに関して、プロセッサに自由空間タッチダウン状態副基準をイ
ンスタンス化することは、自由空間入力を提供するために伸ばした人差し指がエンドエフ
ェクタとしての役目を果たすことを必要条件とすること（２４３２Ｃ１）と、他の指の伸
長を除外すること（２４３２Ｃ２）とを含む。自由空間タッチ状態副基準はある範囲内の
上方動作を規定し（２４３２Ｃ３）、反発加速を制限し（２４３２Ｃ４）、指関節の動作
範囲も制限する（２４３２Ｃ５）。
【０２９５】
　次に、図２４Ｂを参照すると、自由空間スワイプが、ヘッドマウントディスプレイのセ
ンサを用いて感知される（２４３４）。自由空間スワイプ入力はセンサからインタープリ
タに通知される（２４３６）。インタープリタでは、自由空間スワイプが基準を満たすか
否かが判定される（２４３８）。判定２４３８が肯定である場合、該方法はステップ２４
４０に進み、判定２４３８が否定である場合、ステップ２４４０がスキップされる。
【０２９６】
　引き続きステップ２４４０では、タッチスクリーンスワイプ反応がモバイルオペレーテ
ィングシステムに呼び出される。仮想タッチスクリーンリンクが、インタープリタからモ
バイルオペレーティングシステムに接続される（２４４０Ａ）。仮想面タッチスクリーン
スワイプが、自由空間スワイプに基づきインタープリタに生成される（２４４０Ｂ）。仮
想タッチスクリーンスワイプが、仮想タッチスクリーンリンクによってモバイルオペレー
ティングシステムに通知される（２１４０Ｃ）。
【０２９７】
　図２５は装置の例示の実施形態を示す概略図である。
【０２９８】
　図２５の例示の構成では、装置２５６０はプロセッサ２５６２と、プロセッサと通信す
るセンサ２５６４とを含む。プロセッサはインタープリタ２５６８をさらに含む。また、
図２５の構成は、プロセッサ２５６０に配置されるデータエンティティ２５６６を示す。
上述したように、データエンティティ（オペレーティングシステムなど）は必ずしも各種
実施形態の一部である必要はないが、存在して各種実施形態と通信することができる。こ
の点を強調するため、データエンティティ２５６６は破線で示している。
【０２９９】
　プロセッサ２５６２は、インスタンス化される実行可能な命令を実行するように構成さ
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れる。本発明は、プロセッサ２５６２の選択に関して限定されない。適切なプロセッサ２
５６２はデジタル電子マイクロプロセッサを含むがそれに限定されない。明瞭化のため、
プロセッサ２５６２は本明細書の少なくともいくつかの箇所で独立した物理的デバイスと
称されているが、これは必須ではなく、その他の構成も適切な場合がある。たとえば、プ
ロセッサ２５６２は、協働する２つ以上の物理的プロセッサ、明確な物理的形状を持たな
いネットワーク内の処理機能などを構成することができる。
【０３００】
　センサ２５６４は自由空間入力を感知するように構成される。図２５に示すように、セ
ンサ２５６４はカラーデジタルカメラ、深度カメラなどの撮像装置である。しかしながら
、これらは単なる例であり、実施形態は、どんなセンサを利用することができるかに関し
て限定されない。適切なセンサは、デジタルおよび／またはアナログカメラ（無彩色およ
び／またはカラーで動作するか、可視光、赤外光、熱放射、および／または紫外光を感知
するか）、深度カメラ、構造化光センサ、飛行時間センサ、超音波センサを含むことがで
きるが、それらに限定されない。
【０３０１】
　図示するように、センサ２５６４はプロセッサ２５６２に直接接続される。しかしなが
ら、これは単なる１例である。センサ２５６４が装置２５６０の一部ではない、および／
またはセンサ２５６４が装置２５６０から物理的に離れている構成を含むがそれらに限定
されない他の構成も同等に適切な場合がある。また、実施形態は、どのようにしてプロセ
ッサ２５６２とセンサ２５６４が相互に通信することができるかに関して限定されない。
ハードワイヤードリンクが適切であると図２５に示されているが、無線通信を含むがそれ
に限定されない他の構成が同等に適切な場合もある。
【０３０２】
　データエンティティ２５６６は、上述したように、少なくとも特定の実施形態の場合、
任意の特徴とすることができ、存在する場合には、（破線で示すように）装置２５６０自
体の一部であってもなくてもよい。存在する場合、データエンティティ２５６６は、各種
実施形態によって呼び出されたとき、面限定入力反応などの何らかの機能を実行する、あ
るいは少なくともその機能の実行を命令するように構成することができる。実施形態は、
もしあればどんなデータエンティティ２５６６が存在できるか、および／またはデータエ
ンティティ２５６６が存在するか否かに関して限定されない。また、図２５の構成はプロ
セッサ２５６２にデータエンティティ２５６６が配置され、同じプロセッサ２５６２にイ
ンタープリタ２５６８が配置されているが、これは単なる１例である。
【０３０３】
　存在する場合、データエンティティ２５６６は別のプロセッサに存在することができる
。たとえば、装置２５６０は、別のプロセッサと通信するインタープリタ２５６８を備え
たプロセッサ２５６２を有することができる。より具体的な例では、装置２５６０は、追
加機能を提供するように、別のデバイスに接続可能に構成される「プラグイン」デバイス
として存在することができる。上記の例では、プラグインデバイスは、他のデバイスに存
在することができる任意のプロセッサとは別にプロセッサ２５６０を有することができる
。同様に、装置２５６０の一部として図示されるセンサ２５６４は、各種実施形態の目的
で利用されているセンサ２５６４の機能を備えた他のデバイス上のセンサであってもよい
。
【０３０４】
　次に、図２５を参照すると、上述したように、インタープリタ２５６８がプロセッサ２
５６２に配置される。上述したように、インタープリタ２５６８は、自由空間入力が基準
を満たすか否かを判定するために自由空間入力基準と比較手段などの２つ以上の機能の実
施形態を含む、および／または表すことができる。しかしながら、インタープリタ２５６
８の使用は単なる例であり、自由空間入力基準と比較手段が個別にプロセッサ２５６２に
配置される構成を含むがそれに限定されない他の構成も同等に適切な場合がある。
【０３０５】
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　図２６は装置の別の例示の実施形態を示す概略図である。
【０３０６】
　図２６の例示の構成では、装置２６６０は、図２５を参照して説明したプロセッサに少
なくとも類似するプロセッサ２６６２を含む。装置２６６０は装置と通信するセンサ２６
６４Ａおよび２６６４Ｂをさらに含む。センサ２６６４Ａおよび２６６４Ｂは、図２５を
参照して説明したセンサと少なくとも類似するセンサであってもよい。しかしながら、図
示されるように、実施形態は単独のセンサに限定されない。同様に、その他の構成要素も
複製する、組み合わせる、分割することができる。
【０３０７】
　図２６に示す装置２６６０は、プロセッサ２６６２と通信する通信手段２６８２をさら
に含み、プロセッサと他のエンティティとの間で通信するように構成される。通信手段２
６８２が存在する場合、実施形態は通信手段２６８２に関して限定されない。通常、必須
ではないが、通信手段２６８２はＷｉ－ＦｉやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの無
線通信手段とすることができるが、他の構成が同等に適切な場合もある。
【０３０８】
　装置２６６０は、プロセッサ２６６２と通信するディスプレイ２６８４を含む。本明細
書の他の箇所で上述したように、各種実施形態は、たとえば、ヘッドマウントディスプレ
イを含むがそれに限定されない携帯電子デバイスに適用することができる。実施形態は必
ずしもディスプレイ２６８４を必要とせず、本明細書の特定の実施形態に存在するような
ディスプレイ２６８４は１例である。図２６に示すように、ディスプレイ２６８４は、閲
覧者の左目と右目への出力に適合される左と右の画面を有するステレオディスプレイであ
る。しかしながら、これは単なる１例である。実施形態は、ディスプレイ２６８４の種類
に関して特に限定されない。通常、必須ではないが、ディスプレイ２６８４はビジュアル
ディスプレイとすることができる。存在する場合、様々なデバイスは、発光ダイオード（
ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、プラズマスクリーンパネル（ＰＤＰ）、液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などを含むがそれらに限定されないディスプレイ２６８４とし
て使用するのに適する。同様に、視聴面が他の場所で生成された後に投射またはその他の
方法で伝送される画像のための受動画面である投射または伝送ディスプレイの使用が適切
な場合もある。また、画像を直接ユーザの目に表示するシステムを含むがそれに限定され
ないその他の構成も同等に適切な場合がある。デジタルまたはアナログディスプレイ技術
のいずれかが適切な場合がある。さらに、実施形態は、ディスプレイ２６８４としてビジ
ュアルディスプレイを使用することに限定されない。
【０３０９】
　図２６をさらに参照すると、図示される装置２６６０は、プロセッサ２６６２と通信す
るハードドライブやソリッドステートドライブなどのデータ格納装置２６８６を含む。デ
ータ格納装置２６８６もその機能も必ずしもすべての実施形態で必須ではない。しかしな
がら、方法および装置に関する本明細書内の上述の例およびコメントは、自由空間入力基
準のプロセッサへのインスタンス化を容易にするとしてデータ格納装置および／またはそ
の他のデバイス／システムの言及も含む。より具体的な例では、図２６に示すデータ格納
装置２６８６は上記の設定に関連する情報を記憶することができ、その情報はプロセッサ
２６６２によってアクセスされる、および／またはプロセッサ２６６２にインスタンス化
される。実施形態は、データ格納装置２６８６などの構成要素を含むこと、および／また
は接続することに関して限定されない。必ずしも必須ではないが、データ格納装置２６８
６（または通信手段、ディスプレイなど）などの構成要素は禁じられない。また、実施形
態はどんなデータ格納装置２６８６が適切であるかに関して限定されない。データ格納装
置２６８６は図２６ではハードドライブとして示されるが、これは単なる例であり、他の
構成も同等に適切な場合がある。
【０３１０】
　プロセッサ２６６２は、インスタンス化されるインタープリタ２６６８を含む。通常、
必須ではないが、インタープリタ２６６８および／またはその構成要素は実行可能な命令



(46) JP 2018-518784 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

やデータなどを含むことができる。
【０３１１】
　図示するように、インタープリタ２６６８は自由空間入力基準２６７０を含み、自由空
間入力基準２６７０は状態基準である状態Ａ基準２６７０Ａ、状態Ｂ基準２６７０Ｂ、状
態Ｃ基準２６７０Ｃ、状態Ｄ基準２６７０Ｄを含む。状態基準２６７０Ａ～２６７０Ｄの
使用は本明細書で既に扱ったが、これは単なる例である。本明細書で詳細に説明した構成
を含むがそれらに限定されない他の構成も同等に適切な場合がある。
【０３１２】
　インタープリタ２６６８は境界基準２６７２を含む。境界基準については本明細書で既
に説明している。なお、上述の例は、状態基準（たとえば、２６７０Ａ～２６７０Ｄ）と
境界基準２６７２との組み合わせでなくてもよい。同様に、状態基準２６７０Ａ～２６７
０Ｄを含むすべての実施形態が必ずしも境界基準２６７２を含む必要はなく、その逆も言
える。本明細書では例として両基準を一緒に示している（両方を含む実施形態は除外され
ない）。
【０３１３】
　インタープリタ２６６８は、（たとえば、センサ２６６４Ａおよび／または２６６４Ｂ
から受け取る）自由空間入力と自由空間入力基準２６７０および／または状態基準２６７
０Ａ～２６７０Ｄとを比較するように構成される入力比較手段２６７４を含む。
【０３１４】
　インタープリタ２６６８は、タッチスクリーン入力反応を呼び出すように構成される呼
出し手段２６７６をさらに含む。図２６に示すように、呼出し手段２６７６は仮想タッチ
スクリーンリンク２６７８Ａと仮想入力生成手段２６８０Ａ、仮想タッチ入力事象リンク
２６７８Ｂと仮想事象生成手段２６８０Ｂ、仮想オペレーティングシステムコマンドリン
ク２６７８Ｃと仮想コマンド生成手段２６８０Ｃを含む。上述したように、上記の対はそ
れぞれ、異なる方法でタッチスクリーン入力反応を呼び出すように構成することができる
。通常、必須ではないが、所与の実施形態は、上記対のうちの１つのみ、つまり、仮想タ
ッチスクリーンリンク２６７８Ａと仮想入力生成手段２６８０Ａ（それぞれ仮想タッチス
クリーン入力を通知する、および生成するように構成される）、または仮想タッチ入力事
象リンク２６７８Ｂと仮想事象生成手段２６８０Ｂ（それぞれ仮想事象を通知する、およ
び生成するように構成される）、または仮想オペレーティングシステムコマンドリンク２
６７８Ｃと仮想コマンド生成手段２６８０Ｃ（それぞれ仮想コマンドを通知する、および
生成するように構成される）を含むことができる。網羅性のために３つすべての対を図２
６に示したが、通常、１対のみが存在するだけでよい（ただし、２対以上を有する実施形
態は除外されない）。
【０３１５】
　図２５を参照して上述したように、装置２６６０の特定の構成要素がインタープリタ２
６６８である、および／またはインタープリタ２６６８の一部であると示されているが、
インタープリタ２６６８を必ずしも利用せずに、同様の構成要素および／または同様の機
能を装置の各種実施形態に組み込むことができる。
【０３１６】
　装置２６６０は、プロセッサ２６６２にインスタンス化され、モバイルオペレーティン
グシステムを含むがそれに限定されないオペレーティングシステム２６６６を含むことが
できる、および／または該オペレーティングシステムを必ずしも含まずに対処することが
できる。
【０３１７】
　次に、図２７を参照すると、実施形態は形状に関して特に限定されない。適切な構成は
図２７に示す例を含むがそれに限定されず、ここでは、眼鏡に似たヘッドマウントディス
プレイの形状で構成される装置を例示する。
【０３１８】
　図２７に示すように、装置２７６０の例示の実施形態は、眼鏡に似た形状を有し、眼鏡



(47) JP 2018-518784 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

のように装着されるように構成される本体２７８８を含む。実行可能な命令を実行するよ
うに構成されるプロセッサ２７６２が本体２７８８に配置される。別々のエンティティと
して可視ではないが、プロセッサ２７６２は、図２５に示すようなインタープリタおよび
データエンティティ、図２６に示すようなインタープリタ（自由空間入力基準および／ま
たは状態基準、境界基準、入力比較手段、仮想タッチスクリーンリンクと仮想入力生成手
段、仮想入力事象リンクと仮想事象生成手段、または仮想オペレーティングシステムコマ
ンドリンクと仮想コマンド生成手段を含む呼出し手段を含む）およびオペレーティングシ
ステム、および／または実行可能な命令および／またはデータのその他の構成をサポート
することができる。
【０３１９】
　図２７の装置２７６０は通信手段２７８２とデータ格納装置２７８６を含み、両方とも
本体２７８８に配置される。装置２７６０は、本体２７８８に配置され、ステレオ構造で
撮像装置として図２７に示されるセンサ２７６４Ａおよび２７６４Ｂをさらに含むが、こ
れらは単に例である。装置２７６０は、本体２７８８に配置され、ステレオ構造で左右ビ
ジュアルディスプレイとして示されるディスプレイ２７８４Ａおよび２７８４Ｂをさらに
含む。
【０３２０】
　なお、図示する構成では、本体２７８８が構成され、センサ２７６４Ａおよび２７６４
Ｂが本体に配置されて、閲覧者が本体２７８８を装着したとき、ディスプレイ動作センサ
２７６４Ａおよび２７６４Ｂの視野は閲覧者の視線とほぼ整合し、ディスプレイ動作セン
サ２７６４Ａおよび２７６４Ｂが閲覧者とある程度同様の視野を発揮すると仮定すると、
閲覧者の視野に少なくとも幾分匹敵する視野を含むことができる。同様に、図示される構
成では、本体２７８８が構成され、ディスプレイ２７８４Ａおよび２７８４Ｂが本体に配
置されて、閲覧者が本体２７８８を装着したとき、ディスプレイ２７８４Ａと２７８４Ｂ
は閲覧者の目のほぼ前方に近接する。
【０３２１】
　しかしながら、図２７の構成は単なる１例であり、他のヘッドマウントディスプレイ、
およびヘッドマウントディスプレイ以外のデバイスとシステムなどを含むが、それらに限
定されない他の構成も同等に適切な場合があることを強調しておく。
【０３２２】
　図２８は、開示される手法の１実施形態により、各種操作を実行し、その操作によって
生成および／または使用される様々な情報を保管することのできる装置のブロック図であ
る。該装置は、本明細書に記載されるコンピュータまたは処理システムを表すことができ
る。処理システム２８９０は、図１～図２７の例に示される他のエンティティ、コンポー
ネント、またはサービス（および本明細書に記載されるその他の任意のコンポーネント）
を実装することのできるハードウェアデバイスである。処理システム２８９０は、インタ
ーコネクト２８９３に連結される１以上のプロセッサ２８９１とメモリ２８９２とを含む
。インターコネクト２８９３は、１以上の別個の物理的バス、２地点間接続、または適切
なブリッジ、アダプタ、またはコントローラによって接続される両者を抽象的に表すよう
に図２８に示される。したがって、インターコネクト２８９３は、たとえば、システムバ
ス、ペリフェラルコンポーネントインターコネクト（ＰＣＩ）バスまたはＰＣＩエクスプ
レスバス、ハイパートランスポートまたは業界基準アーキテクチャ（ＩＳＡ）バス、スモ
ールコンピュータシステムインターフェース（ＳＣＳＩ）バス、ユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）、ＩＩＣ（Ｉ２Ｃ）バス、または「ファイアワイア」とも称される米国電子
電気学会（ＩＥＥＥ）規格１３９４バスを含むことができる。
【０３２３】
　プロセッサ２８９１は処理システム２８９０の中央処理部であるため、処理システム２
８９０の全体動作を制御する。特定の実施形態では、プロセッサ２８９１は、メモリ２８
９２に記憶されるソフトウェアまたはファームウェアを実行することによってこれを達成
する。プロセッサ２８９１は１以上のプログラマブル汎用または特定用途マイクロプロセ
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ッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、プログラマブルコントローラ、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、トラステッド
プラットフォームモジュール（ＴＰＭ）など、または上記デバイスの組み合わせとする、
またはそれらを含むことができる。
【０３２４】
　メモリ２８９２は処理システム２８９０の主メモリである、あるいは主メモリを含む。
メモリ２８９２は任意の形状のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（
ＲＯＭ）、フラッシュメモリなど、またはそれらのデバイスの組み合わせを表す。使用時
、メモリ２８９２はコードを含むことができる。１実施形態では、コードはコンピュータ
バスインタフェースを介して受け取る汎用プログラムを認識し、プロセッサで実行するた
めの汎用プログラムを作成するように構成される一般的なプログラミングモジュールを含
む。別の実施形態では、汎用プログラミングモジュールは、ＡＳＩＣ、ＰＬＤ、またはフ
ィイールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）などのハードウェア回路を用いて実
行することができる。
【０３２５】
　ネットワークアダプタ２８９４、記憶装置２８９５、Ｉ／Ｏデバイス２８９６もインタ
ーコネクト２８９３を通じてプロセッサ２８９１に接続される。ネットワークアダプタ２
８９４はネットワークを介して遠隔デバイスと通信する機能を備えた処理システム２８９
０を設け、たとえば、イーサネット（登録商標）アダプタまたはファイバチャネルアダプ
タとすることができる。ネットワークアダプタ２８９４は、クラスタ内の他のコンピュー
タと通信する機能を備えた処理システム２８９０を設けることもできる。いくつかの実施
形態では、処理システム２８９０は、クラスタ内と外の通信にそれぞれ対処する２つ以上
のネットワークアダプタを使用することができる。
【０３２６】
　Ｉ／Ｏデバイス２８９６は、たとえば、キーボード、マウスまたはその他のポインティ
ングデバイス、ディスクドライブ、プリンタ、スキャナ、ディスプレイデバイスなどのそ
の他の入力および／または出力デバイスを含むことができる。Ｉ／Ｏデバイス２８９６は
、たとえば、カメラおよび／またはポーズおよび／またはジェスチャを含むが、それらに
限定されない視覚的入力を受け入れるように構成されるその他の撮像装置をさらに含むこ
とができる。ディスプレイデバイスは、たとえば、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）、またはその他の適用可能なまたは簡便なディスプレイデバイスを含むこと
ができる。ディスプレイデバイスは、ヘッドマウントディスプレイまたはその他の着用型
デバイスなどの目近傍用途で使用するのに適したステレオディスプレイを含むが、それら
に限定されない様々な形状をとることができる。
【０３２７】
　メモリ２８９２に記憶されるコードは、ソフトウェアおよび／またはファームウェアと
して実行されてプロセッサ２８９１をプログラムし、本明細書に記載される動作を実行す
ることができる。特定の実施形態では、上記ソフトウェアまたはファームウェアはまず、
（たとえば、ネットワークアダプタ２８９４を介して）処理システム２８９０を通じて遠
隔システムからダウンロードすることによって処理システム２８９０に提供することがで
きる。
【０３２８】
　本明細書に記載される技術は、たとえば、ソフトウェアおよび／またはファームウェア
でプログラムされるプログラマブル回路（たとえば、１以上のマイクロプロセッサ）、完
全に特定用途向け配線（非プログラマブル）回路、またはこれらの形状の組み合わせによ
って実行することができる。特別用途向け配線回路は、たとえば１以上のＡＩＳＣ、ＰＬ
Ｄ、ＦＰＧＡなどの形状をとることができる。
【０３２９】
　本明細書で紹介される手法を実行するのに使用されるソフトウェアまたはファームウェ
アは、マシン読取り可能記憶媒体に記憶し、１以上の汎用または特定用途プログラマブル
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読取り可能記憶媒体」という文言は、マシンによってアクセス可能な形式で情報を記憶す
ることができる機構を含む。
【０３３０】
　マシンは、サーバコンピュータ、クライエントコンピュータ、パーソナルコンピュータ
（ＰＣ）、タブレットＰＣ、ラップトップコンピュータ、セットトップボックス（ＳＴＢ
）、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯電話、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）
、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ、プロセッサ、電話、ウェブ機器、ネットワークルータ、スイッ
チ、またはブリッジ、あるいは、マシンが行う行為を特定する（連続的またはそれ以外の
）１セットの命令を実行することができる任意のマシンとすることができる。
【０３３１】
　マシンアクセス可能な記憶媒体または記憶装置２８９５は、たとえば、記憶／非記憶媒
体（たとえば、ＲＯＭ；ＲＡＭ；磁気ディスク記憶媒体；光記憶媒体；フラッシュメモリ
デバイス；など）など、またはそれらの組み合わせを含む。通常、記憶媒体は非一時的デ
バイスである、あるいは非一時的デバイスを含むことができる。この文脈で、非一時的記
憶媒体は、有形のデバイス、すなわち、具体的な物理的形状を有するデバイスとすること
ができるが、デバイスは物理的状態を変更することもできる。よって、たとえば、非一時
的とは、状態の変化にもかかわらず有形を保つデバイスを指す。
【０３３２】
　「ロジック」という文言は、本明細書で使用されるとき、たとえば、特定のソフトウェ
アおよび／またはファームウェアでプログラムされるプログラマブル回路、特定用途向け
配線回路、またはそれらの組み合わせを含むことができる。
【０３３３】
　上記の説明、例、データは、本発明の製造と構造に関する完全な説明を提供する。本発
明の多くの実施形態は本発明の精神と範囲を逸脱せずに実施することができるため、本発
明は添付の請求項に存在する。
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